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平成20年第５回太子町議会定例会（第415回町議会）会議録（第２日） 

平成20年12月５日 

午 前 10 時 開議 

                 議  事  日  程 

１ 一般質問 

                本日の会議に付した事件 

１ 一般質問 

会議に出席した議員        

  １番   井 川 芳 昭         ２番   清 原 良 典 

  ３番   中 島 貞 次         ４番   服 部 千 秋 

  ５番   長谷川 原 司         ６番   井 村 淳 子 

  ７番   中 井 政 喜         ８番   嶋 澤 達 也 

  ９番   花 畑 奈知子        １０番   佐 野 芳 彦 

 １１番   熊 谷 直 行        １２番   上 田 富 夫 

 １３番   村 田 興 亞        １４番   桜 井 公 晴 

 １５番   橋 本 恭 子        １６番   北 川 嘉 明 

会議に欠席した議員 

   な   し 

会議に出席した事務局職員 

 局     長  山 本 修 三     書     記  木 村 和 義 

 書     記  肥 塚   馨 

説明のため出席した者の職氏名 

 町     長  首 藤 正 弘     副  町  長  八 幡 儀 則 

 教  育  長  圓 尾 哲 一     総 務 部 長  佐々木 正 人 

 生活福祉部長  丸 尾   満     経済建設部長  冨 岡 慎 一 

 教 育 次 長  塚 原 二 良     財 政 課 長  香 田 大 然 

        ━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━        

   （開議 午前９時59分） 

○議長（北川嘉明） 平成20年第５回太子町

議会定例会第２日目におそろいでご出席いた

だきありがとうございます。 

 ただいまの出席議員は16名です。定足数に

達していますので、ただいまから平成20年第

５回太子町議会定例会を再開します。 

 これから本日の会議を開きます。 

 本日の議事日程は、お手許に配りましたと

おりです。 

 これから日程に入ります。 

  ～～～～～～～～～～～～～～～ 

  日程第１ 一般質問 

○議長（北川嘉明） 日程第１、一般質問を

行います。 

 質問されます議員諸君に申し上げます。 

 質問は一問一答方式で行います。質問、答

弁が終わるまで一般質問席でお願いします。 

 なお、念のため申し添えますが、質問、答

弁は簡潔明快にお願いします。 

 さらに、今期定例会では時間制により質問

を行うこととなっておりますので、よろしく

お願いします。 

 それでは、順番に発言を許します。 

 まず、中島貞次議員。 

○中島貞次議員 おはようございます。 

 ３番公明党中島貞次、通告に従いまして質

問いたします。 

 ９月定例会に引き続きまして環境問題につ

いて質問いたします。 
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 人と社会とのかかわり、人は社会生活を営

む上で、人間自身を取り巻く周囲の環境と人

間とは切っても切り離せない関係でありま

す。人は環境によって支配されているとも考

えられるし、また逆に人は環境を支配、リー

ドしながら、住みよい住空間をつくりながら

毎日の生活を送っているわけであります。そ

の際、よくも悪くも人は環境空間の中ではぐ

くまれていくのであります。よって、少しで

もよりよい環境づくりを目指していこうとし

ているのが実情ではないかと思います。 

 しかし、より暮らしやすい生活をする一方

で、人間にとって生活する上で要らなくなっ

たものが出てくるのであります。今、社会問

題として大きくクローズアップされているの

が、ごみの減量化ではないでしょうか。家庭

から出るごみを極力抑えよう、また便利な商

品も増え、時代は消費の時代になりました。

ペットボトル、アルミ缶など、要らなくなっ

ても再生、再利用できるものも多くなり、そ

のまま捨ててしまうのではなく、リサイクル

して再び商品として生まれ変わるというよう

に、家庭から出るごみを分別して出すように

なってきているのであります。 

 ところで、家庭から出るごみには可燃ごみ

やペットボトル、空き缶のような不燃ごみ等

があります。その中にも本日テーマとして取

り上げたのは生ごみの問題であります。生ご

みは可燃ごみの半分、およそ50％を占めてい

ると言われております。一般ごみの年間排出

量の約３割が生ごみだと言われております。

このような生ごみは食生活の多様化に伴い増

えているのが実情ではないかと思います。昔

は質素な生活の中から食事でも一切残さず食

べてしまうと、調理でも要らなくなった野菜

のくず、魚類など捨てるのがもったいないの

で、それを調理するとか、何とか工夫しなが

ら残さないようにしていたというのが実情で

はなかったかと思います。 

 今は時代は変わり飽食の時代で、生ごみが

大量に出る。その処分方法として今話題にな

っているのが、何とかして生ごみの量を減ら

そうではないかということであります。ガー

デニングや家庭菜園で花や野菜をつくる家が

増えております。しかも、その最近の傾向と

して、化学肥料や農薬を使わない有機肥料に

よる栽培が注目を浴びています。それをする

ために、家庭から出る生ごみを肥料化して利

用する考え方があります。それにはいろんな

肥料化の手段がありますが、特に今話題にな

っているのが電気生ごみ処理機であります。

これを使うことによっていろんな便利な点が

あるわけであります。 

 １つ目として、まずごみの減量化によりま

して、ごみ出し袋が軽くなる、回数も減る、

運搬時に汁垂れがなくなる。これも私も経験

するわけですが、結構生ごみの、ごみの袋の

中には汁が下のほうにたまっている場合があ

ります。水切りをよくすればいいんでしょう

けども、それにも限界があって、やっぱり重

くなるということがあります。 

 ２つ目のこととして、キッチンの生ごみの

においが消え、台所は汚れも減って清潔にな

るということがあります。 

 ３点目、ごみ収集場が衛生的になると。カ

ラスや犬、猫が寄りつきにくくなり、また自

治体としてのごみの処理量が減るということ

ですね。 

 ４点目として、有機肥料として利用でき、

生ごみが資源に変わると。 

 以上のような利点があるわけであります。 

 しかし、実際にこの電動式の生ごみ処理機

は値段が高いです。大体五、六万円あたりか

ら10万円ぐらいするわけであります。これを

ある住民の方が何とか欲しいなあということ

で、今話題になっております定額給付金を何

とかしてほしいと、あれから買いたいなとい

う人の声を聞きますが、これを普及させるた

めにも全国的には助成金制度というのがある

わけであります。その自治体も全国的に数多

くなっております。４月現在で全国1,814自

治体があるわけですけども、そのうち

1,179の自治体で、およそ65％でこの助成金

制度を設けています。県内でも41の市町村の
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うち26の自治体では実施しております。およ

そ63.4％になります。 

 実施の方法としては、大体助成制度として

上限２万円ぐらいで、２分の１の助成という

のが大体多いケースです。近隣では姫路市を

初め、たつの市、赤穂市、宍粟市、上郡町

等々で実施しておられます。太子町として

も、今後の生ごみ減量策の一環としてこの助

成金制度をぜひともつくっていただきたい

と、これが切なる住民からの願いでありま

す。 

 例えば実際どれぐらいかかるのかなという

ふうな、いろんな方法があるわけですけれど

も、例えば年間の助成台数を限定するという

方法もあります。むやみやたらに年間300で

も400でもいいですよというわけではなし

に、例えば年間50台限定とか100台限定とか

というやり方をとっている自治体も見受けら

れました。そうすると、例えば１台当たり２

万円の助成をするとすると、例えば年間50台

であれば100万円、もし年間100台すれば

200万円とかというふうな予算割りができる

んではないかなというふうに考えている次第

であります。そういう意味で、こういう電気

式の生ごみ処理機補助に、助成制度について

当局の姿勢をお伺いしたい。これが１点目で

あります。 

 ２点目は……。 

○議長（北川嘉明） 中島議員。 

○中島貞次議員 あ、いいです。 

○議長（北川嘉明） 次はリサイクルでしょ

う。 

○中島貞次議員 はいっ。 

○議長（北川嘉明） 生ごみの、まだ、生…

…。 

○中島貞次議員 いや、また別です。 

○議長（北川嘉明） はい。 

○中島貞次議員 それで、以上よろしくお願

いします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 電動式生ごみ

処理機の補助についてのお尋ねでございま

す。 

 中島議員さんのお調べになった数字で申し

ますと、かなりの多数の自治体で実施をされ

ております。近隣の市町におきましてもおっ

しゃられたとおりでございまして、ごみの減

量を目指しての各取り組みがされておるとい

うふうに思っております。 

 先の９月の定例議会でも、この問題、ごみ

の減量化につきましては出されておりまし

て、その際も申し上げましたんですが、やは

り現在安価で手軽に実施ができるという段ボ

ールコンポストによりますごみの減量化とい

うことを町としましても進めておる、また実

験的な取り組みをしておるということでござ

いまして、その一方で今ご指摘のごみ処理機

の助成といったところが出てきておるわけで

ございますが、当面はこの段ボールコンポス

トによりますところのごみの減量化というこ

とを推し進めていきたいというふうに思って

おりますが、やはり他市町の実施の状況等を

今後検討させていただくということで考えて

おるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 中島議員。 

○中島貞次議員 実は、この問題については

３年前か４年前に一度同僚の議員が質問した

わけでありますが、その後この件に関して検

討していくというふうな答弁をいただいてお

ります。その間、この問題に関してはどうい

う姿勢であったのか、それをちょっとお聞き

したいんですが。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 中島議員さん

も申されましたように、経費というんです

か、費用の問題というのが一つの問題という

こともございます。この機具ですか、機具も

今俗に言います環境問題を背景にして各メー

カーさんもかなり改良を重ねられて、発展途

上にあるといったところもございますので、

その辺で両にらみといった状況で今日まで来

たというふうに思っております。 

○議長（北川嘉明） 中島議員。 
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○中島貞次議員 今後とも、要は段ボール、

それから大型のコンポストとか、いろいろ生

ごみの処理の方法についてあるんですけれど

も、ただ場所的に設置場所がない方とかとい

う方もいらっしゃいます。それから、この電

動処理機の利点というか、これは要は台所で

もできる、家の中でもできるという、そうい

う便利な点があるわけですから、そういう意

味で今後とも、あと他市町の実態状況をちょ

っと今回時間がなくて掌握してないんですけ

れども、例えば姫路市で何台ぐらい実際にそ

の助成金制度を受けて普及しているのか、ち

ょっとそこまで調べる時間的余裕がなかった

んですけれども、今後それらを調査した上で

また引き続きご検討お願いしたいと、そうい

うふうに思ってますので、またよろしくお願

いします。 

 続いて行きます。リサイクルの広報宣伝に

ついてということで質問いたします。 

 現在リサイクルの考え方が大変よく普及し

ております。ところが、家の中には、もう既

に使わなくなった、あるいは子供さんが大き

くなって蔵の中に眠ってしまっているとか、

あるいは古くなって半分壊れた状態で家に眠

っているとかというふうなのが結構あるわけ

です。当然、気がついたときには、それはや

がては廃品回収に出すとか、あるいは粗大ご

みの日に出してしまうとかというケースが多

いわけです。ところが、その中にはまだ使え

る物があるわけで、私は要らなくなったけれ

ども、だれかが使うだろうと、そのまま、と

いうケースも多々見受けられるわけです。 

 例えば、よく町民の方から耳にするのがチ

ャイルドシートも、あれはある程度年齢が上

がってしまうと使わなくなってしまうわけで

す。現在少子化が進みまして、兄弟で使い回

しするというような実態もなくなってきたわ

けです。 

 とか、あとちょっとこれはあれなんですけ

れども、学校の制服、実はこれは業者さんに

対して申しわけないんですが、定価で買うわ

けです。高いんです、実際のところ。という

ことは、どっか、もう要らなくなって持って

いる方に対して、ちょうだいなと、分けてち

ょうだいなというのが正味のところの庶民感

覚の実情です。あるいは小学校、あるいは幼

稚園の制服等。 

 あるいはあともう一つ、この前パソコンの

要らなくなった、あるいはＯＳが古くなっ

た、今ウィンドウズＸＰが主流ですけれど

も、2000とか98とか、そういう古いタイプで

使えるものはないかなということお聞きしま

したが、なかなか今はない状況です。町のパ

ソコンはどうなってるんですかて聞きます

と、これはリースなんで、古くなってもその

ままお分けいただくことはできないというふ

うなことをお聞きしました。そういうこと

で、パソコンでも実際眠っているのがあるの

ではないかと、そういう情報提供をいただき

たいなと。 

 そこで、当然無償で、なるべく無償でそう

いう、こういうのがありますよ、あるいはこ

ういうのはありませんかという、その情報提

供の場があったほうがええんではないかとい

うふうに思いました。 

 ですから、チラシ、チラシと言うても、例

えば、きょうはちょっと持ってきてないんで

すけれども、エコサイクル通信とかというて

新潟県の上越市で発行しているような、そう

いうチラシがありました。パソコン上でちょ

っと打ち出したんですけど。そういう意味

で、別に10ページも20ページも広報みたいに

要りません。わずか１枚もんでもいいです

し、そういうなものの中に情報としてそうい

うリサイクル関係の情報出しながら、要るも

のはありませんか、これは要らなくなりまし

たとかという情報提供を互いに交換し合う、

そういうものがあってもいいんではないか

と、そういうふうに思いますが、当局のお考

えはどうですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） リサイクルの

広報宣伝ということでございますが、議員の

おっしゃいますとおりに、ある家庭では使わ



－19－ 

ない品物が他の家庭では必要ということはご

ざいます。 

 既に本町では10年以上にもなるんですけれ

ども、太子町不用品登録制度を実施をいたし

ておりまして、このような家庭で眠っている

資源の有効活用を図るのが目的ということ

で、省資源活動をしてきております。 

 譲ります、譲ってほしい情報を今窓口が生

活環境課でございますが、連絡をしていただ

きまして、その利用票を中央公民館、また各

地区公民館、太子町役場、あすかホール、そ

れからさわやかホール──保健福祉会館です

ね──の掲示の場所に掲示をして、希望者は

直接ご本人と交渉を行っていただいて、取引

が成立をいたしましたならば生活環境課のほ

うにご連絡をいただきまして、その掲示の利

用票を取り外すといった一連の作業をやって

きておるんですが、どうも啓発が最近不十分

といいますか、ご存じでない方がたくさんお

られるのかなあという思いがいたしておりま

す。 

 今後は、広報またホームページといった広

報媒体によりますところの啓発といいます

か、をさらに実施をいたしまして、住民の皆

さんに周知ができるようにというふうに考え

ております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 中島議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございます。 

 今の制度に関して、保健福祉会館でたしか

見たと思うんですけれども、知っている人に

聞きますと、知らないと言う人も結構、今部

長から答弁がありましたようにいらっしゃる

わけです。そういう意味で、広報あるいは、

要は全員、全戸の方が見れるような体制づく

りというか、それから広報もありましょう

し、回覧で自治会に回すとかという方法もあ

りますでしょうし、何かの方法をとって、そ

ういうのがありますよと、そういう情報交換

の場がありますよというのを何とかして徹底

をお願いしたいなと、そういうふうに思いま

すんで、またよろしくお願いします。 

 それと、３点目に移らせていただきます。 

 これはまた生活環境課そのもののことでお

話しさせていただきます。 

 私が議員になりまして、昨年の４月に議員

になって以来およそ１年７カ月が過ぎまし

た。その間、町の行政のいろんな組織、機構

をいろいろ勉強しながら最近つくづく思う

に、この生活環境課というのは大変もう役

割、使命は重要だなと、そういうふうに思い

ました。町民の生命、財産を守る、安全・安

心なまちづくりに貢献し、住みよい太子町の

環境づくりをリードしていく、そういう重大

な使命があり、またそのためには揖龍はもと

より県や国の各行政機関とも連携を密にしな

がら、そういう太子町民の生活を守る使命を

果たしている大変重要な部署であると、そう

いうふうに自分自身感じております。 

 そこで、私は生活環境課というのをもっと

生活福祉部より切り離して、格上げしなが

ら、各部局とか教育委員会などと同格の機

関、それだけ重要だという意味で、それぐら

い格上げするぐらいの組織づくりというのを

検討されてはどうかなと。例えば名称も生活

環境センターというふうな感じで考えてみま

した。私自身ここまで申し述べるのは僭越だ

と思いますけれども、それほど生活環境課と

いうのは太子町全般の住民にとって大事なと

ころであると、そういうふうに思いましたん

で、きょう発言させていただきましたので、

当局のお考えをお聞きしたい。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 単独の部に格上

げしてはどうかということでございますが、

現在生活環境課につきましては、環境衛生、

消防防災、交通防犯等の事務を担当しており

ます。 

 ご指摘のとおり町民の生命、財産を守り、

安全・安心なまちづくりを進めるため、警

察、消防などの関係機関と連携をしまして、

その業務を遂行し、特に近年は犯罪事案等が

増加し、重要な役割を果たしております。 

 しかしながら、他の部署におきましてもそ
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れぞれの担任事務の中で住民の福祉の向上に

重要な役割を果たしておりまして、特に生活

環境課だけを部に昇格させる必要性は現在の

ところ考えてはおりません。 

 ただ、住民の安全確保につきましては特に

重要な行政課題でありますので、限られた人

員の中で、より迅速に、効果的に対応するこ

とが必要ということは考えております。 

 そのため組織の見直しとしまして、この

21年度より災害時等における危機管理体制の

統括的な指揮、迅速な対応を図るために防災

関係業務を生活環境課から分離をいたしまし

て、企画政策課のほうに移管するということ

の考えでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 中島議員。 

○中島貞次議員 ありがとうございました。 

 そういう意味で特に防災は、防災、いざ地

震、いざ風水害といったときには本当に重要

な対処、対応をしなければいけない、そうい

う意味で、その部門が企画政策課に移るとい

うふうなことをお聞きしまして、これで生活

環境課も一つ荷がおりたかなと、そういうふ

うに思います。生活環境自体が結構幅広い、

消防、警察とか、それ以外にも消費者の関係

とか、今のごみの関係とか、もう結構幅広い

なというのを私自身実感しておりますんで、

各課同様にまた生活環境課もこれからも発展

させていただきたいなと、そう思いますん

で、またよろしくお願いします。 

 以上です。以上で質問終わります。 

○議長（北川嘉明） 以上で中島貞次議員の

一般質問は終わりました。 

 次、熊谷直行議員。 

○熊谷直行議員 皆さん、おはようございま

す。 

 通告に従いまして一般質問を行います。４

件、質問いたします。 

 まず１件目は、全世帯アンケートの集計結

果を踏まえてについてであります。 

 地方財政が厳しさを増す中、これまで以上

の行政改革の推進が必要なために、行財政審

議会での審議や住民の方々の意見を募るパブ

リックコメントを経て、平成20年度から平成

24年度までの５カ年を計画期間とした太子町

行政改革大綱第４次と同実施計画が策定さ

れ、現在進められています。 

 この第４次の太子町行政改革大綱は大きく

５つの項目に分けて取り組まれています。事

務事業の見直し、財政基盤の強化、民間委託

の推進、官民協働による開かれた行政運営の

推進、行政体制の整備と基盤強化でありま

す。これらを計画どおり実施しますと、19億

9,137万円の効果が見込まれると試算されて

おります。 

 先日、平成20年度上半期取り組み結果が報

告されました。中でも、官民協働による開か

れた行政運営の推進取り組み項目の中で、町

民の意識調査の実施結果が「広報たいし」

11月号で公表されております。 

 質問は８つの項目と自由意見欄で構成され

ていて、それぞれ棒グラフ、円グラフで紹介

されており、項目ごとに簡単な分析やコメン

トが掲載されておりました。この全世帯アン

ケートの結果を踏まえて、今後具体的な取り

組みを検討され、第５次総合計画を策定され

ていくことになっていますが、それぞれの質

問項目ごとのアンケート結果について町長の

見解をお伺いします。質問の項目は次のとお

りであります。 

 １、太子町の良いところ、良くないとこ

ろ、２、望まれる将来の太子町像、３、これ

からのまちづくりのために必要な取り組み、

４、子どもの笑顔があふれるまちづくり、

５、高齢者がいきいきと暮らせるまちづく

り、６、安全・安心なまちづくり、７、情報

化が進んだまちづくり、８、行政サービスと

負担、９、自由意見となっています。 

 以上、よろしくお願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 熊谷議員の全世帯アン

ケートの結果についてご答弁を申し上げま

す。 

 まずその前に、ちょっと声の調子悪うござ



－21－ 

いますんで、お許しを願いたいと思います。 

 ご承知のとおり、６月から７月にかけまし

て全世帯を対象とした町民アンケートを実施

したところでございます。１万1,401世帯ご

ざいまして、そのうち7,456世帯から回答を

得たところでございます。本当に、率にしま

すと65.4％という、この種のアンケートでは

高回収率ではないかなと、このように考える

ところでございますが、この回答結果につき

ましては、総合計画の策定に資するのみなら

ず、今後の町政運営に当たっても多くの示唆

を与えるのでございます。 

 設問ごとの分析、見解につきましては「広

報たいし」11月号で公表したところでござい

ますが、改めて私の見解ということでござい

ますので、若干雑駁になろうと思いますが、

お答えをさせていただきます。 

 まず、第１点の太子町の良いところ、良く

ないところという件でございますが、よい点

として多かった回答は、やはり日常的な生活

環境、交通の便利さ、また道路や下水道の整

備状況、そうしたところがすぐれているとい

うような回答を得、また都市化の進展、交通

の利便さ等が本町の住みやすさにつながって

いるものではないかと、このように考えられ

るところでございます。 

 また一方、よくない点といたしましては、

公園や広場の整備状況、医療施設の充実、防

犯対策等が挙げられるところでございまし

て、こうした点は昨今の社会情勢を反映する

中で、やはりポイントが押さえられている重

要なところであるなと、私はそのように考え

ます。やはり憩いや安らぎの場、子供たちが

安全に遊べる場を求める声が多かったという

ふうに思います。やはりそうしたところを十

分今後の行政に反映させていきたいなと、こ

のように思うところでございます。 

 続きまして、望まれる太子町の将来像とい

う点でございますが、やはり先ほども申し上

げましたが、多かった回答は、安全・安心な

まち、福祉が充実したまち、公園や散策路が

整った緑あふれるまち、子育て支援、教育が

充実したまちという回答でございました。こ

れらのまちづくりにつきましては、やはり安

全・安心、そして福祉、子育て、緑、そうし

た点がキーワードになると、このように考え

ておるところでございます。 

 次に３点目でございますが、これからのま

ちづくりのために必要な取り組みという点

で、防犯対策、防災対策の強化を求める意見

は合わせて5,757件、75％に及んでおるとこ

ろでございまして、安全・安心のまちづくり

に対する住民のニーズは非常に高いと、この

ように考えるところでございまして、また参

画と協働分野におきましては、住民が町政に

参加しやすいシステムづくりを求める意見も

多く寄せられておるところでございます。町

民の町政に対する関心をいかに参画と協働に

結びつけていくか、そのシステムづくりが今

後の我々に課せられる課題ではないかなと、

このように考えるところでございます。 

 ４点目、子どもの笑顔あふれるまちづくり

についてでございますが、公園、広場の整備

と医療関係の充実を求める意見は他の設問で

も多かった回答でございまして、それだけ住

民ニーズが高い分野であると考えるところで

ございまして、また経済的負担の軽減を求め

る意見も多く求められたところでございま

す。町では独自事業として３人目以降保育料

無料化に取り組んでおりますが、経済面のみ

ならず、子育て相談、障害児療育、そうした

点、総合的な観点から子育て支援に取り組ん

でいく所存でございます。 

 ５点目、高齢者がいきいきと暮らせるまち

づくりについてでございますが、介護施設の

整備やホームヘルプサービスの充実など、福

祉サービスの充実を求める意見が多数を占め

ております。生きがい、交流の場づくりを求

める回答も全体の2,103人、28％の方から寄

せられております。福祉サービスの充実はも

ちろん大切ではございますが、これからの高

齢化社会では老後を第二の人生ととらえら

れ、楽しく生き生きと暮らしていただくよう

に、行政としてもそうした面にバックアップ
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していく必要性を非常に感じておるところで

ございます。 

 次に、６番目の安全・安心なまちづくりで

ございますが、災害発生時の情報伝達手段の

充実、避難時における食料品など日常用品の

備蓄、避難場所や避難経路の整備を求める意

見が多く集まっておりました。その一方、消

防団や自主防災組織などの地域の防災力の充

実、そうしたものを求める意見は案外少なか

ったなという思いでございます。災害被害を

未然に防ぐためには、地域防災力強化は不可

欠でございます。住民のみずからの町はみず

からで守るという意識醸成を防災訓練等を通

して今後も図っていきたいと、このように考

えます。 

 ７番目の情報化が進んだまちづくりでござ

いますが、もう近年情報化がどんどん進み、

我々の生活も大きく変化したところでござい

ます。情報化により行政サービスが向上する

のであれば積極的に取り入れていきたいと、

このように考えております。しかしながら、

先ほどのアンケート結果で、インターネット

利用をしていないという回答も1,819名、

24％いらっしゃるところでございます。すべ

ての方がパソコン等をお持ちのわけではござ

いません。いわゆるデジタルディバイドにも

注意しながら行政の情報化を進めてまいりた

いと、このように考えます。 

 次に、８点目の行政サービスと負担でござ

いますが、税金等の負担を望まないご意見が

多数を占めておりました。負担増を容認され

る方も、また無回答の方々も約20％前後ござ

いました。負担増を容認された方からも自由

意見では、行政の無駄を省くなど効率的な行

政運営に努めることが前提と、そうしたご意

見がつけられておりました。行政改革、行財

政改革は当然今後も推進、とどめることなく

推進していかなければならないと。しかし、

一方では少子・高齢化社会が進行する過程に

おきまして、現在お願いいたしております負

担のみで本当に真の行政サービスが提供でき

るのか、こうした問題もいつかは考えていか

なければいけない時期が来るのではないかな

と、このように考えております。将来にわた

る必要な行政サービス、それを維持するため

には、現段階から将来にわたり負担増はしな

いという明言はやはりできないと、このよう

に考えます。しかしながら、現在町政を託さ

れている者の使命といたしましては、まず行

財政改革を徹底して行っていき、最少の経費

で最大の効果を上げるよう努めてまいりたい

と、このように考えております。 

 ９点目の自由意見でございますが、自由意

見で最も多かった意見は、職員の質問に対す

る姿勢、住民の目線に立って丁寧に対応して

ほしいというものでございました。 

 行政職員は、やはり法令にのっとって事務

をしております。どうしても住民の皆さんに

対しまして法令どおりのこと、また住民の希

望に沿わないというようなことも申し上げな

くてはならない場合もございます。また、皆

さんの大切な権利や個人情報を扱っておりま

すので、十分なチェックをしながら事務を行

うことが、そうしたところで事務が遅い、ま

た職員が余っているのではないかというよう

な指摘につながっているんではないだろうか

なという思いがいたしております。 

 そうした中で、我々の努力が足りない部分

に対する的確なご指摘、おしかりも多数あっ

たと、このように思っております。役場全体

がいま一度みずからの姿勢を振り返り、この

アンケートでいただきましたお声を耳にはせ

ながら、望まれる将来の太子町、そうした実

現に向けて一層努力をしてまいりたいと、こ

のように考えておりますので、どうかご支援

のほどをよろしくお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 熊谷議員。 

○熊谷直行議員 アンケートの回収結果が全

世帯の65.4％の7,456世帯から回答があった

というご説明がありました。町長も発言され

ましたが、私自身も予想外に多かったなあと

いう感じを持っております。それだけ町の行

政に対する関心が深く、また期待されている
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のだなあという認識で、今後当局も、我々議

員も今後の行政運営に取り組んでいかなくて

はと考えております。 

 回答の中身をちょっと見てみますと、①の

太子町のよいところ、悪いところ、②の望ま

れる将来の太子町像の２つの項目に大体集約

されるんではないかなというふうに思いま

す。特に医療制度の充実度、公園や広場など

の整備状況がよくないと判断されております

し、障害者や高齢者を大切にする福祉が充実

したまち及び防犯防災体制が整った安全・安

心なまちが期待されております。また、まち

づくりは人づくりからと言われるように、子

育て支援や学校教育にも積極的に取り組んで

いくことが期待されていますし、私も重要で

あろうと思います。 

 今回のアンケート結果を踏まえて、今後第

５次総合計画を策定する計画になっておりま

すが、そこで１点再度お伺いしたいと思いま

す。 

 今のこの段階で町長が余り具体的な取り組

みの方向を発言しますと今後の審議会での調

査とか審議に支障を来すかも分かりませんけ

れども、今年７月の町長選挙のときに首藤町

長は多くの取り組みを公約されております。

そのとき、ここに町長のにこにこした笑顔で

公約されておりましたけれども、その中で町

長がこのアンケートの結果を踏まえて、今ま

で考えていた以上に、特に注力していきたい

なと思われた項目があれば何点かご紹介いた

だければと思います。先ほど申し上げました

ように、余り詳しく言いますと後々の各所管

での審議とか、その辺にも支障を来すかも分

かりませんので、町長の素直なお気持ちをお

伺いしたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） このアンケートを通し

まして、私自身は本当に町民の皆さんがこの

行政に目を向けていただいているというのは

本当にうれしく感じたところでございます。 

 先ほども申し上げましたが、参画と協働、

役場の行政だけでは、これは当たっていける

問題でもございません。やはり町民の皆さん

の逆にご支援またご協力が大きなウエートを

占めておると、このように考えております

が、その中でやはり福祉問題、それからまた

半面、公園、娯楽施設と申しますか、若干羽

根が伸ばされるような場所も欲しいなという

のは私はつくづく痛切に感じておるところで

ございます。 

 今、少子・高齢化を迎える中で、高齢者の

方といかにしてつき合っていくか。また半

面、逆に若い世代の皆さん方に今後を担う新

しい息吹をもっともっと増やしていっていた

だきたいなという思いでございます。 

 しかし、昨今の報道等でも言われておりま

すように、今日本の情勢なかなか難しい面が

ございます。揺れ動いているのが現状ではな

いかなと。その中での取り組み、やはり太子

町の行く末を考える中で、今の現状をしっか

りと踏まえて考えさせていただきたいと、こ

のように思います。 

 また、再度私もこのアンケート、しっかり

と目を通していき、ポイント、ポイントを押

さえていきたいと思いますが、やはり財政的

な面を十分考慮しながら優先順位をしっかり

とつけさせていただいて取り組んでいきたい

と、このように考えております。やはり私は

最後には安全・安心、ここへつながるんでは

ないかなという思いでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 熊谷議員。 

○熊谷直行議員 今後このような貴重な意見

を参考にされて、町民の目線に立った町民本

位の第５次総合計画を策定されることを期待

しまして次の質問に入ります。 

 ２件目は、学校等の耐震化の促進について

であります。 

 麻生内閣が打ち出した緊急総合対策を盛り

込んだ2008年度補正予算が10月16日に成立い

たしました。これに伴い、高齢者医療対策、

中小零細企業への支援、農林水産業関係など

の施策が実行に移されようとしています。 

 中でも学校等の耐震化については、大規模
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地震による倒壊の危険性の高い公立小・中学

校施設、約１万棟について、対策が終わって

いない約6,000棟の耐震化を加速しますと総

理大臣みずからが述べられています。 

 特に児童を地震から守る学校づくり防災対

策として、児童・生徒の安全に加え、災害時

における地域住民の応急避難先の役割も果た

す学校、その他の施設等の耐震化を前倒し実

施するとともに、災害の復旧、防災、消防等

の対策を行うと打ち出されています。 

 ９月議会で同僚議員からも、町内の耐震化

の現状と必要性について質問がされておりま

す。太子町において構造耐震指標が現在Ｉｓ

値0.3未満で早急な耐震化が必要な校舎、屋

内運動場等が残っております。これは龍田小

学校の校舎と斑鳩小学校の体育館であります

が、ほかにもＩｓ値が0.3から0.6に該当する

10棟の施設についても早期の対策が必要と考

えます。この緊急総合対策が出されたこの機

会に国の方針を受けて耐震化対策を迅速に進

むべきだと思いますが、次の３点についてお

伺いします。 

 まず１点目は、国は方針を示した以上、市

町村が実施する耐震化事業に対する財政支援

をどのように増大させているのか。これは国

の考え方についてお伺いします。 

 ２点目は、国の方針を踏まえて、町の計画

へどのように反映させるのか。これは町の対

応であります。 

 ３点目は、緊急性を要するので、長期計画

ではなく短いスパンで一気に整備すべきでは

ないかなと思いますが、これについて具体的

な考え方、取り組みについてお伺いいたしま

す。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） お答えをさせてい

ただきます。 

 学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ご

す活動の場であるとともに、自然災害時には

地域住民の生命、安全性を守る公共的な防災

拠点となる施設でございます。このことを改

めて再認識させる災害が、今年５月に中国四

川省での大震災、６月には震度６強を記録す

る岩手・宮城内陸地震が発生し、学校施設に

求められる耐震化の重要性を認識させられた

ところでございます。 

 まず、第１点目の国の動きといたしまして

は、６月に学校施設の耐震性を早急に確保す

る必要から地震防災対策特別措置法の一部が

改正され、市町村の財政負担軽減を図るた

め、国庫補助率のかさ上げ、起債充当率の拡

充等、緊急の支援措置が講じられ、地方公共

団体に大規模な地震により倒壊、崩壊する危

険性の高い構造耐震指標Ｉｓ値0.3未満の建

物に対する耐震化の促進が求められました。 

 それに伴う財政負担軽減の内容といたしま

しては、Ｉｓ値0.3未満の校舎、体育館施設

に対しまして国庫補助率のかさ上げでござい

ます。耐震補強事業の補助率を２分の１から

３分の２へ、またやむを得ず行う改築事業の

補助率を３分の１から２分の１へ、また補助

に伴う起債の充当率が75％から90％へ拡充さ

れたところでございます。 

 ８月には安全・安心のための緊急総合対策

が取りまとめられ、その中に大規模な地震に

よる倒壊の危険性の高い学校施設等の耐震化

事業の加速化が盛り込まれました。この緊急

総合対策の支援措置として、耐震化完了年度

の前倒しを図るため、10月に平成20年度補正

予算に公立学校施設整備費が追加計上され、

学校耐震化の加速についての取り組みが求め

られたところでございます。その支援の内容

としましては、起債の充当率が75から90に拡

充されたところでございますが、さらに

100％に拡充されたものでございます。 

 第２点目、本町の整備の方針でございま

す。本町におきましては第１に、構造耐震指

標のＩｓ値0.3未満の建物から耐震化整備事

業計画をいたしております。耐震補強工事ま

た改築工事の指標につきましては、対象施設

の利用形態や構造上の関係も考慮しまして、

耐震化工事、関連工事の取り組みを財政状況

も加味し順次整備を行いたいというふうに考

えております。 
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 このたびの構造耐震指標Ｉｓ値0.3未満の

建物の取り組みといたしましては、斑鳩小学

校の屋内運動場については改築工事で耐震化

を行い、龍田小学校の西棟、これにつきまし

ては耐震補強工事を計画をいたしておりま

す。今回、緊急総合対策として補正予算に公

立学校施設整備費が追加され、学校耐震化の

加速化の取り組みが求められておりますが、

龍田小学校、斑鳩小学校の耐震化事業を今年

度事業として前倒しして実施することにつき

ましては、現状では診断評定、実施設計の事

務手続の時期から考えますと非常に難しいと

いうふうに判断をいたしております。しか

し、Ｉｓ値0.3未満の建物に対する耐震化に

つきましては、早期の完成を目指し、制度を

最大限に利用して事業を推進してまいりたい

というふうに考えております。 

 なお、龍田小学校につきましては、今年度

において耐震診断評定を９月補正で行ってお

り、今現在進めているところでございます。 

 ３点目の耐震化整備計画でございますが、

今後の取り組みといたしましては、地震防災

緊急事業５カ年計画に基づき実施される事業

の事務手続、事業をする上での診断評定を行

ってまいります。そして、耐震化事業計画と

して補助率の引き上げは時限措置のため、事

業の優先、財政上の問題もございますが、早

期の耐震化対策に取り組み、このＩｓ値

0.3未満の建物の優先的取り組みはもちろん

でございますが、Ｉｓ値0.3以上0.6未満の建

物についても、各学校施設の構造、配置の問

題からも検討を重ねまして、学校施設の耐震

化整備事業の推進を図ることが児童・生徒や

町民安全を実現するための重要な事業という

ことで位置づけをいたしております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 熊谷議員。 

○熊谷直行議員 今、教育次長のほうから説

明をいただきましたが、１点目の国の支援措

置については大体理解いたしました。それを

踏まえて、２点目、３点目の太子町の取り組

みについて再度お伺いします。 

 構造耐震指標Ｉｓ値0.3未満の斑鳩小学校

の体育館及び龍田小学校の西館の耐震補強工

事が計画されておられるのは９月議会でもお

聞きしましたし、今も説明があったわけです

けれども、その中で龍田小学校の耐震診断評

定は20年度の補正予算で現在進めてるという

お話ありましたが、その他は今年度事業とし

ては無理という今説明があったわけですけれ

ども、では今後具体的に、ほかの項目につい

て、どのような日程で、どのような計画にな

って進められようとしているのか。まず、こ

の0.3未満についてお伺いしますし、それか

ら0.3から0.6、太子町では10棟あるわけです

けど、これについてももう少し具体的な計画

が分かればご説明いただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 教育次長。 

○教育次長（塚原二良） 年次計画のことを

お尋ねでございます。 

 まず、龍田小学校でございます。今、答弁

させていただいたように、20年度におきまし

ては診断評定を行っております。龍田小学校

におきましては、21年度で実施設計と校舎の

補強工事を全体的に行って完了させたいとい

う、これは実施設計の中でございますが、予

算の関係もございますけども、21年度で龍田

小学校を何とか補強工事でもって完成できな

いだろうかというふうに考えております。 

 それともう一点、斑鳩小学校の体育館の関

係がございます。これにつきましては、21年

度、来年において一応診断の評定、体育館に

おいての診断評定を行い、また実施設計行い

まして、22年、23年度ぐらいにかけて校舎の

補強、また体育館は、これも改築か補強とあ

るわけでございますが、今の段階では私ども

のほうは改築、建てかえをせざるを得んだろ

うというふうに考えております。ですから、

これは22、３年度ぐらいになるだろうという

ふうに。 

 それと、またＩｓ値が0.3から0.6、これに

つきましては全体的には石海小学校、太田小

学校もございますけども、これの後順次整備

をしていきたいと。なるべくこれも早く整備
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のほうを。このＩｓ値の0.3から0.6につきま

して補助率がまだ従来どおりでございますの

で、今国のほうが言ってるのは0.3未満につ

いて補助率、起債の関係をかさ上げをされた

わけでございますので、それは国の動向を見

ながら、財政のほうもあるんですけども、な

るべく早いこと完成をしたいというふうに思

っております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 熊谷議員。 

○熊谷直行議員 いずれにしましても、この

学校施設は児童・生徒が一日の大半を過ごす

場所でもありますし、またこの地域は近くに

山崎断層が走っておりまして、いつ大きな地

震が発生してもおかしくない状況にありま

す。できるだけ早く安全な施設で安心して勉

強できる環境を整えていただくことを強く要

望しておきたいと思います。 

 次の質問に入ります。 

 ３件目は、福祉事務所の設置についてであ

ります。 

 首藤町長は、今年の７月27日に行われた町

長選挙において見事３期目の当選をされまし

た。改めましておめでとうございます。 

 そのときの町長の選挙公約で、スローガン

の元気な町、健康な町へとして多くの公約が

掲げられています。その中で、福祉事務所の

設置と表明されております。これも先の９月

での質問で、財政的、人材的に課題をクリア

した時点で設置する旨の説明がされました。 

 市では福祉事務所の設置が義務化されてい

るようですが、首藤町長は太子町においても

この福祉事務所の設置を重視し、必要と判断

されたことと想定いたしております。高齢

者、障害者等の対応など、福祉問題に前向き

に取り組もうとされている町長の姿勢に敬意

を表したいと思います。 

 今後、財源を含めた課題をクリアし、条件

整備が整い次第、事務所の設置を考えておら

れるようですが、町長ご自身福祉事務所にど

のようなイメージを描かれておられるのか。

また、具体的にどのような事務を、どこで、

どのような規模で設置されようとしてるのか

お伺いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） これ、選挙公約にもこ

の件はうたっております。９月議会でも答弁

をさせていただきましたように、これは町だ

けがやろうと思ってもなかなか難しい面もご

ざいます。そうした面、県のほうとも連携を

図りながら考えておるところでございます

が、やはり一番に財政的な問題、それから人

材的な問題、そうしたいろいろな課題をクリ

アした中で設置をしなければならないと、こ

のように考えています。 

 福祉事務所の設置につきましては、町民の

皆様方の日常生活では本当に欠かせない身近

な事務を行うものでございまして、町の所管

する老人福祉、障害福祉、また健康施策と一

体的に行うことによりまして総合的なサービ

スが提供できると、このように考えておりま

す。 

 この福祉事務の所管事務でございますが、

社会福祉法第14条で明記されておりまして、

福祉六法、いわゆる生活保護法、児童福祉

法、母子及び寡婦福祉法、老人福祉法、身体

障害者福祉法、知的障害者福祉法に定められ

ているところで、援護、育成、更生の措置に

関する事務をつかさどることとなされており

ます。 

 この事務所を設置したことによりまして県

から移譲される主な事務といたしましては、

生活保護分野では生活保護の実施、また児童

福祉分野では児童扶養手当に関すること、そ

して母子寡婦分野につきましては授産施設、

また母子生活支援施設への入所事務や母子家

庭の相談、調査、指導、その他の分野といた

しましては、特別障害者手当、障害児福祉手

当、そして福祉手当に関することが挙げられ

るところでございます。 

 やはり町民の皆さんと密接に関係する分野

でございますので、財政的な面がクリアでき

れば、私も今県、県知事等の懇談会、政策懇

話会等々でもいつもお願いを申し上げており
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ます。やはり末端の町の負担というのを十分

に考えていかなければ費用的に大きな負担が

生じてきます。特に生活保護関係になります

と、今手当に持ち出しはございませんが、行

政が最終的には国２分の１、県が４分の１、

町が４分の１という持ち出しが発生いたしま

す。それは生活扶助だけじゃなくして医療扶

助等々も入れていきますと、そうした関係だ

けで１億円というような大きな莫大な経費に

つながってくる。そこへもって職員の手だて

もしていかなければならないというところ

で、その設置に当たっての国、県の財政的補

助、支援の関係でしっかりとした位置づけが

なされなければ手が出せないなという思いで

ございますので、今そうした面を県のほうと

煮詰めているところでございます。 

 場所についてでございますが、今もうご承

知のとおりこの庁舎の中ではなかなか難しい

という思いもございますが、場所の問題はや

はり私は後回しにしたいなと。先に財政的な

確立をしっかりさせ、その中で、また半面も

し財政的にオーケーであれば、次は職員の手

だてですね。職員もそれぞれの分野でそうし

た対応ができるような職員を配置しなければ

なりませんので、そうした段階を踏んでこの

事務所設置には向けていきたいと、このよう

に考えるところでございます。 

 いずれにいたしましても、今すぐにという

のはなかなか難しいなという思いでございま

す。やはり我々持ち出しの経費、それは極力

抑えなければいけないと、このように考えて

おりますので、そうしたところはしっかりと

今後詰めていきたいと、このように考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 熊谷議員。 

○熊谷直行議員 皆さんご承知のとおり団塊

の世代も次々と定年を迎えられて、ますます

少子・高齢化が進んできております。また、

世界的な不況を受けて我々の身近でも失業者

が増えておりますし、住民の生活を脅かせて

きておりますが、その中で年金の問題とか後

期高齢者医療などの多くの課題も明らかにな

ってきております。 

 地方分権が進む中、麻生総理大臣は地方分

権ということは余り理解されてないようです

けれども、地方自治体も福祉を含めたいろん

な体制づくりも重要になってくるのではない

かなというふうに思います。我々住民一人ひ

とりが安全で安心して暮らせるためにも、で

きるだけ早い時期に福祉事務所を設置され

て、町長の公約が一日も早く実現することを

強く期待しまして次の質問に入ります。 

 ４件目は、国道179号線バイパス（太子道

路）事業進捗状況についてであります。 

 都市計画道路龍野線の工事が県の事業とし

て順次進んでおりますし、平成13年に矢田部

の立岡山線との交差点から新幹線高架までが

完成しました。また、新幹線高架から旧国道

２号線、現在の国道179号線までが平成15年

６月に開通しております。その後、国道

179号線の太子郵便局北側交差点からマック

スバリュ太子北店のところまで北へ約700メ

ートルの計画で国道179号線バイパス事業が

進められています。 

 龍野土木事務所及び太子町街づくり課の関

係者がそれぞれ関係する地域を回って、既に

地元説明会を開催されて、地元の住民の方の

理解も得、現在物件調査や用地の買収交渉を

されているようでありますが、立ち退きの対

象となっている一部住民の方から、説明会を

受けたがその後何も言ってこない、計画どお

り進んでいるのかという声を聞いておりま

す。計画では、用地の測量が平成20年３月か

ら開始し、平成24年度から供用開始と聞いて

おります。本事業の具体的なスケジュール及

び現在の進捗状況について説明をいただきた

いと思います。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 ご質問の道路は県によりまして平成23年度

完成、24年度供用開始ということで着手して

いただいてるところでございます。 
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 内容といいますか具体的なスケジュールで

すが、本年度20年度は物件調査を６件実施し

ております。また、そのうちの１件につきま

して契約を済ませておりまして、現在取り壊

しをしていただいているところでございま

す。また、物件調査したところにつきまして

は、説明や交渉をしているとのことでござい

ます。しかしながら、予算の都合で今年度は

これ以上契約はできないというふうなことを

聞いております。 

 来年度は今年度の２倍強の予算要望をして

いるようでございます。現在交渉しておりま

す方との合意が達しますと来年度予算で契約

ができるんではないかと。また、今年度の２

倍強の予算がありますので、物件調査もし、

また交渉もしていくということでございま

す。 

 説明会での配付資料では、平成22年度まで

に用地や補償契約を完了して、平成22年度の

後半から工事の実施を予定しております。 

 進捗状況につきましては、一般的に当初は

予算がつきにくいため少ない予算ですが、今

後は予算が増えて予定どおり完成したいとい

うことでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 熊谷議員。 

○熊谷直行議員 今年の３月６日に私のとこ

の地元でも説明会がありまして出席させてい

ただきました。既に用地交渉や買収に入って

いるようですけれども、部分的に買収対象に

なっていない残りの土地、例えばうちの半分

は道が走って残りはどうしようもないという

こととか、代替地が見当たらない、こういう

ことで困っておられて、町へそういうご相談

なり質問が来ているのかどうか。来ているな

ら、どういう状況なのかということをまず１

点お伺いします。 

 それから、説明会の場で質問の時間が設け

られましたんで、私１点ちょっと質問したん

ですが、道路の両サイドの植栽、これは何の

木を、樹木を計画されているのかということ

をお聞きしますと、現在の矢田部の交差点か

ら179号線まで今植樹されているアベリアと

いう樹木を計画されてるというふうに答えが

ありました。皆さんもご承知のことと思いま

すけれども、このアベリアというのは東西の

179号線沿いにも植えられておりますし、こ

れは環境に強い木とは聞いておりますけれど

も、すぐに伸びて見通しが非常に悪くなって

交通安全上よくないという住民の方からも苦

情をよく聞いております。私もその都度担当

の当局へ連絡して対応していただいておりま

すけれども、何かほかの木にかえてはどうか

なというふうに思います。実はそのとき龍野

土木事務所の課長も、住民の方の要望があれ

ばそれを尊重したいと言われておりました。

そういうことで、太子町として私は住民の多

くの皆さんのご意見を聞いて、この木をほか

の木にかえてはどうかなと思いますけれど

も、これにつきまして見解をお伺いします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 道路に今かかるといいますか、方の相談で

ございますけども、昨年にはかなり来られて

いたように思います。今年に入ってからは、

やはり地元説明会等もありましたので、今の

ところそういう相談は余りございません。 

 それと、植栽の件でございますけども、県

事業、町事業にしましても、道路事業にしま

して、道路植栽につきましては、やはりその

地域の方の意見を尊重するということは当然

でございまして、ですから22年度の工事時期

には、それまでには県からの種類等に関しま

して問い合わせがあろうかというふうに思い

ます。これからは皆さんの意見をお聞きしな

がら、町としましても検討していきたいとい

うふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 熊谷議員。 

○熊谷直行議員 この事業、県の事業で、直

接町は関係ないとは思いますけども、用地交

渉や買収等でもし困っておられる住民の方が

おられたら町のほうも十分ご相談に乗って対
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応していただきたいと思いますし、このアベ

リアの件につきましても住民の皆さんの意見

をお聞きしてまた判断していただきたいと思

います。 

 以上で私の一般質問を終わります。 

○議長（北川嘉明） 以上で熊谷直行議員の

一般質問は終わりました。 

 次、清原良典議員。 

○清原良典議員 清原です。通告に従いまし

て質問をさせていただきます。 

 今回、住民アンケートについて、私を含め

３名の事前通告があり、重複する部分も多く

あるやもしれませんが、お許し願うといたし

まして、まず今年６月に第５次太子町総合計

画の策定に向けた全世帯アンケートが実施さ

れたわけですが、その集計した結果は先月

11月の「広報たいし」で、皆さんの声を10年

先に届けますと大見出しをつけ、５ページに

わたり結果を公表されたわけですが、その中

においてまず１万1,400世帯からの回収率と

いいますか回答率が7,400余りの65.4％であ

ったことに対し、どのように所見を持たれた

のかお尋ねをします。 

 そして、19の問いに対し、それぞれ詳しく

結果公表されていた中で、どのようなまちづ

くりを重点的に進めていってほしいですかと

の問いに対する回答が各分野上位３つまでし

か公表されておりませんが、３位以下の意見

も当然あるわけで、割り当てられたページ数

の調整のためにこの項目だけが影響を受けて

縮小されたのか。 

 そして、問いの20にありました自由意見に

ついてですが、これですね、あなたの声をお

聞かせくださいと大きく太文字でアピールし

募ったわけですが、2,000件以上の声が集ま

った割には、５つの項目に対して各項目三、

四件程度の計17件しか公表されていませんで

した。多くの町民の皆さんは最も具体的に分

かりやすい本当の声、生の声の自由意見に大

変関心があり、何で公表せんのやとの、それ

こそ生の声を多くちょうだいしております。

今回のアンケート調査で最も大事なのは住民

の生の声であって、その声を皆で判断してい

くことが町の将来に必要ではないのかとの指

摘も受けております。 

 アンケートの最後にも、長時間にわたりご

回答いただきありがとうございましたと、そ

して「広報たいし」やホームページで公表し

てまいりますと書かれてはいますが、この自

由意見については、先ほども申しましたよう

に一部の公開で終わっております。貴重な時

間を費やして精いっぱい思いを込めて書いと

んのに公表せんのやったら今後意見なんか求

めてくれるなとの声がある中、今後残りの自

由意見については公表されるのでしょうか。

また、何らかの方法、例えば情報公開等の手

続によって、先ほどの一部省略掲載された箇

所も含め、一般住民が閲覧することは可能な

のかお尋ねをいたします。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、回収率の

所見ということでございますが、これは先ほ

ど町長が申しましたように、こういう配布の

回収の仕方に対しましては、65％という数字

は決して悪くないという考えでございます。 

 それと、問い10に対します３位以下の分が

載ってないということでございますが、これ

はあくまで一時的な、中間的な報告というこ

とでございますので、すべてをする場合は報

告書として、報告書という形での発表という

ことになりますので、とりあえずは上位３位

の分に対しまして公表させていただいたとい

うことで、他意はございません。 

 「広報たいし」11月号でそのアンケート結

果を公表させていただいた中での自由意見に

つきましては、内容が多岐にわたっておりま

す。すべてを掲載するということは、もうや

はり今の状況では無理ということでございま

す。多かった意見を集約させていただいて、

その17件というものにまとめさせていただい

たということでございまして、その17件に対

しましては約1,160件の中を17件に集約させ

ていただいた。内容的には同意見であったと

いうことでございます。 
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 今後の公表についてでございますが、この

アンケートにつきましては総合計画策定の基

礎資料として実施したということでございま

す。したがいまして、個々の回答を公表する

考えはございません。しかし、アンケートの

結果や自由意見の集計、分析結果というまと

めをさせていただいた報告書という形で、完

成後に公表する予定はいたしております。時

期的には１月ぐらいになるだろうということ

でございます。 

 それと、太子町の情報公開及び個人情報の

保護に関する条例に基づく開示請求というこ

とでございますが、自由意見の中には個人情

報、また法人等に関する情報、それらの内容

的な誹謗中傷等の非開示にすべきと判断する

情報が中には混在いたしております。したが

いまして、アンケート原本の写しで非開示部

分を消去して部分開示をするとしても、かな

り大量の文書というんですか資料になってご

ざいます。したがいまして、自由意見のみを

まとめた資料ということの整理をさせていた

だいておりますので、その資料でもって非開

示情報を整理し、部分開示をするということ

は可能という判断をいたしております。それ

につきましては、報告書等１月の段階で作成

をいたしますので、そういった段階で閲覧が

できるようにしたいという考えでございま

す。 

○議長（北川嘉明） 清原議員。 

○清原良典議員 近ごろの選挙を見ましても

非常に低い投票率でもあるんですが、今の

佐々木部長は決して悪くはない、先ほどの町

長は高回答率であったと言われましたが、

「広報たいし」にも10年前のアンケートに比

べ住みやすさは11％増えていると掲載されて

いましたが、10年前の回収率はどうであった

かというデータは今ありますか。 

 それと、平成22年から10年間のまちづくり

の羅針盤となる第５次総合計画の策定に当た

り意見を聞かせてくださいとのことで、回収

までに１カ月ぐらいの余裕があったと思いま

すが、選挙の投票も非常に大事であることに

は違いないのですが、これは町民の信頼を裏

切る議員もおり、議会の信を問われる時期に

も来ておるわけですが、町の将来に向けた意

見を必要として今回行われた非常に大事な調

査でもあったのですから、もう少し強制力を

持って行われてはどうだったのかなあとも思

うのですが、再度お伺いをいたします。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、10年前の

データはどうであったかということでござい

ますが、私は決して悪くないという回収率の

報告させていただきました。その判断としま

しては、第４次があったわけですが、そのと

きの回収率は75.6％という数字が出ておりま

す。 

（清原良典議員「七十」の声あり） 

 75.6％。第３次が、これ63年のときでござ

いますが、80.6ということでございます。そ

れから比較しますと数字的にはやはり落ちて

おるということでございますが、やはりこれ

は社会情勢の変化によりましてなかなか回収

しにくい部分がございます。 

 ちなみに総合計画、同じようにされた近隣

の上郡町、姫路市、そういったとこのを確認

させていただきましたが、上郡町におきまし

ては17年で作成をいたしまして58％という数

字でございます。姫路市におきましては全戸

というわけにいきませんので、限定をされて

1,000世帯に配付をされて回収されたという

中で55％の回収率ということでございます。

したがいまして、太子町におきましては決し

て悪くないだろうという判断でございます。 

 それと、この回収に当たりましての強制力

ということでございますが、やはりこれは普

通のアンケート調査ということでございます

ので、国勢調査のようなそういう法的に規制

をされた中での調査でございませんので、そ

ういった形のやり方は難しいだろうというこ

とでございます。したがいまして、地元のほ

うで回収していただいたり、郵送で送付させ

ていただいたりする方法しかなかったという

ことでございます。 
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○議長（北川嘉明） 清原議員。 

○清原良典議員 １月に部分開示されるとい

うことで期待をしておきます。 

 続きまして、昨年よりこの場に立てば重立

って犬のふん害並びにごみのポイ捨て、そし

てごみ収集及びごみの減量化についての質問

を幾度もしてきたわけですが、犬のふん害、

ごみのポイ捨てにつきましては、上位条例が

あるとか、屋上屋とかの言葉で濁され、当局

側も前向きな姿勢が見られず、今回は外させ

ていただき、来年度にしっかりと議論させて

いただくということで、今回はごみ問題につ

いて質疑をさせていただきます。 

 先般11月14日に、尼崎市が発注しました市

中央卸売市場の清掃事業業務委託、いわゆる

ごみ収集ですが、これにおきまして不正入札

が発覚し、発注者側の市職員並びに請負業者

が逮捕され、一昨日３日に起訴されてました

が、兵庫県内では６月初旬にも、神戸市のご

み収集業務委託においても、長年続けてきた

随意契約を一般競争入札に移行した途端に８

億8,000万円が５億7,000万円という35％も低

い金額で落札され、過去においての差額は市

の損失であるということで、神戸市が市民よ

り神戸地裁に訴訟を起こされている実態があ

ります。 

 これは太子町としてもよそごとではないは

ずです。私のような新米議員が入ってきてか

らでも、何度このごみ収集に関しての議論が

行われたことか。十数年以上前からこの議論

があるんだという話も聞いております。神戸

市も長年にわたり随契、尼崎市においても約

40年間も同一の業者が予算額ぎりぎりの高値

で随意契約をしてきた実態が明るみに出てい

るわけですが、その中でも両市とも競争入札

に移行されており、太子町が多額の負担金を

出している揖龍保健衛生施設事務組合のごみ

収集業務はいまだに随契です。 

 要求額を審査、精査もせずに出しているだ

けで、せめて内訳ぐらい、積算根拠ぐらい提

出されてはどうですか。たつの市民の税金を

使っているわけではないのであって、太子町

民の税金であるのですから、当然１円の金も

無駄には使ってもらっては困るわけで、使途

内容については詳しく報告、提示されるべき

です。他市町ではどんどんと改革され、要ら

ぬ腹を探られる必要もないし、競争入札に移

行されている実態がある中、何の利点があっ

て随契にこだわり、遂行し続けるのか、不思

議でなりません。まさしく無駄遣いそのもの

であります。 

 100年に一度の大不況、世界大恐慌と言わ

れる今、行政も金がない、町民も納得のいか

ない納税を強いられているわけですが、１億

5,000万円からの負担金の削減に努力されて

いる姿が一向に見られません。一体当局はエ

コロが大事なのか、たつの市が大事なのか、

業者が大事なのか、負担金を担っている太子

町民は大事でないのか。いつもあやふやな答

弁で過ぎておりますが、この際負担金削減に

どのように努力、交渉されているのかお伺い

をいたします。 

 先般９月の決算委員会、業者が相談、依頼

したとしか思えない、傍観者からの威嚇、決

算審査を行う議員を威嚇し、まともな審議を

妨害しようとする行為は断じて許されるもの

ではありません。言語道断です。このような

者が出てくるほど問題があるわけで、９月議

会にも私が提唱しましたレジ袋の削減に向け

ての推進協議を取り急ぎやられてはいかがで

すか。 

 姫路市もたつの市も既に実施されており、

赤穂市においても市内のスーパーとの協議を

終え、来年３月10日からレジ袋の有料化が始

まります。ぜひとも早く実施されることを要

求しときますが、何よりも負担金削減の最た

る方法として、粗大ごみの日、資源ごみの日

に出される、まさしく売却益を生み出す資源

ごみだけでも太子町独自で行えないものか。

たつの市もそのようにやられております。太

子町さんがそうしてくれたら簡単に1,500万

円以上は削減できますと先日10月末にエコロ

の幹部が言われました。どうですか、早急に

実施されたら。お伺いをいたします。 
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 今、徳島県に上勝町という山間部の大変小

さな町がごみゼロ宣言で全国的に脚光を浴び

ております。昨年９月に日本で初めてごみゼ

ロ宣言を唱えられたのですが、野焼きを初め

焼却による処分をされていたのを、容器包装

リサイクル法、ダイオキシン類対策特別措置

法の施行に伴い、ごみの分別を19から25に、

そして最終的に34分別にし、今ではごみ収集

車も要らないという現状です。 

 それと、四国一小さな町だそうですが、町

民の45％が65歳以上という過疎、高齢化の町

ですが、健康な方が非常に多いとのことで、

原因は高齢者の方が生きがいを見つけたとの

ことですが、自然のもみじ、ナンテン、ヤマ

ブドウ等々、料理に添えられるつまものの出

荷により高齢者の方が生きがいを見つけ、元

気になられたということです。元気になれば

医者にも行かず、薬も飲まず、グラウンドゴ

ルフ、ゲートボールをこなし、仕事もせなな

らんと、本人にとっても行政にとっても三重

も四重もの喜びです。確かに太子町と比較し

ても、地域性も規模も違うのは当然ですが、

“和のまち太子”というだけで無駄遣いの多

い太子と比べ、まちづくりは人づくりを合い

言葉に、お年寄りを中心に元気で生き生きと

したまちづくりに町長を筆頭に取り組まれて

おります。 

 今この大不況の中、当局、議会、住民が一

体となって知恵を出し合い、熱意を持って無

駄をなくし、財政再建に向かっていかねばな

らない時期に何に力を注がれておりますか。

聞こえてくるのは、意に添わないだけで、あ

の議員逮捕してくれと兵庫県警に言ったと

か、ばかげた話が入るだけで、一体社会正義

はどこへ行ったのかと心さみしくなります。

つまらないことに力を注がず、気構えだけで

もこの町を参考にされ、どうしたら太子町民

が元気に喜びの日々が送れるのかという方面

に気概を持たれてはいかがですか。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、ごみの

減量、ひいては事務組合への負担金の軽減と

いうお尋ねでございます。 

 組合での業務委託につきましては随意契約

で行われておるところでございますけれど

も、これらは揖龍保健衛生施設事務組合の業

務でございまして、契約の方法については、

その執行者の裁量というところでございま

す。もう言うまでもなく、事務組合は自治法

第284条に定めます地方公共団体の組合とし

て設立をされておりまして、重要な事業につ

きましては、その議会の議決により決定をさ

れておるというところでございまして、議員

ご指摘の契約方法の改定につきましては、本

町といたしましては幹事会等におきまして、

そのお話をしたいというふうに考えるところ

でございます。 

 それから、負担金の軽減の取り組みとしま

してのごみの減量でございます。資源ごみの

回収でございますが、先の９月の議会におき

ましてもご答弁をさせていただきましたよう

に、やはり現行町内で各ＰＴＡ、また自治会

を初めとしました各種団体におきまして資源

ごみの回収をしていただいて、それには奨励

金の支出といったことでの対応させていただ

いた上での回収の向上を目指しておるという

ところでございまして、さらに全自治会のほ

うにご協議を申し上げたいというふうなこと

を９月の議会のほうで答弁をさせていただい

たというふうに思っております。これも、た

つの市さんにおきましても自治会での取り組

みといったことが言われておりますので、そ

れらを参考にお話をさせていただくというと

ころでございます。 

 現在、先のご質問にもございましたんです

が、段ボールコンポストによりますところの

堆肥化、肥料化といったところの研究、実験

ということも取り組んでおりまして、安価で

手軽というところで、住民の皆さんにも今後

どんどん普及をしていきたいというふうに考

えております。 

 それから、徳島県の上勝町での気構えとい

いますか、推進を見習ったらどうかというこ
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とでございますが、本当に高齢者に限らず住

民の皆さんが生き生きと生活をされるという

ことにつきましては、本町におきましても参

考にしなければならないというふうに思いま

す。どういったところを具体に反映をさせて

いくかというのは、今後よく上勝町等を参考

にさせていただいて考えなければならないと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

（清原良典議員「レジ袋の推進の考え

方と、あと資源ごみの町独自回収の考

え方聞いとうはずですけども」の声あ

り） 

○議長（北川嘉明） 通告にない項目なの

で、ようやりますか。 

（清原良典議員「難しいですか。文字

にして出してないからあかんのかい

な」の声あり） 

 やりますか。続けてください。 

○生活福祉部長（丸尾 満） レジ袋につき

ましては通告を受けておりませんのでお答え

は差し控えさせていただきますが、資源ごみ

の町独自での回収につきましては、今のとこ

ろ独自での回収については考えておらないと

いうところでございます。 

（清原良典議員「町長の考えも聞かせ

てください」の声あり） 

○議長（北川嘉明） もう一遍、清原議員、

手挙げてください。 

（清原良典議員「えっ」の声あり） 

 清原議員。 

○清原良典議員 いや、町長のお考えも聞か

せてください。じゃ、気概を持ってやられる

という。 

○議長（北川嘉明） それを、だから続けて

言ってください。どういう内容のことについ

て町長のお考えを聞きたいということ。 

○清原良典議員 いや、どういう内容という

たって、この負担金削減の努力、交渉をどの

ようにされているのかお伺いするということ

で、あと上勝町でこのような努力をされるこ

とに対して、首藤町長もこのことに対してど

のように思われるのかお伺いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 負担金の削減の件でご

ざいますが、この件はやはり私自身は今揖龍

衛生事務が言っておりますが、しかし我々は

この太子町、特殊事情がございます。と申し

ますのが、やはり午前中収集に力を入れてる

というのが一番のウエートでございまして、

以前もいろいろと議論なされておりますが、

私どものほうには今のところ町民の皆さんか

らの苦情というのは入ってきておりません。

しかし、やはり負担金は少しでも安く上げな

ければいけないというような面で、その取り

組みはしていかなければならないと思ってお

りますが、反面また太子町は逆にその収集箇

所の場所も増えている現状でございまして、

なかなか難しいのが現状でございます。しか

し、やはり負担金削減につきましては、ごみ

の投入量等々を少しでも減量していき、そう

した面でも努力をしていかなければいけない

と、このように考えるところでございます。 

 また、上勝町のことを言われております。

私も上勝町、ここ二、三日、また毎日のよう

にテレビ放映もなされております。面積的に

は109.68平方キロ、そして人口は2,044人で

すか、本当にコンパクトな優雅な町であるな

という思いがするんですが、そこへ高齢化が

どんどん進む中で取り組みをされたのが彩

（いろどり）という、先ほどおっしゃってま

したもみじとか、いろんな器にちょっと添え

る、そうした彩りのものを今つくっていらっ

しゃいます。これも農協に行かれておりまし

た横石さんという方がいろいろと考案なされ

て、ネットも高齢者にでも使えるネットを普

及させて、今一番高いものは、高く売れるの

は何であるか等々、そういうものも情報です

ぐに流して、いち早く申し込みをするという

ようなことで取り組みがなされておるのは十

分承知いたしております。 

 これが我が太子町にそうしたものをいかに

生み起こすかというのはなかなか難しいとこ

ろでございまして、この兼業の農家につきま
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しても兼業農家ということで減反が進んでお

ります。しかしながら、やはり元気で生活を

していただくために、ふれあい農園等々も、

そうしたものを三者契約で設置し、取り組み

もやっておるところでございますが、またい

いこと、アイデアがございましたらご示唆を

お願いしたいと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 清原議員。 

○清原良典議員 部長がお答えになった中で

エコロのほうの幹事会、これもうちょっと詳

しく分かりやすく、幹事会についてご説明を

求めたいんですが。 

 それと、幾ら事前通告がなかったとはい

え、レジ袋ぐらいのことはちょっとお答え願

えませんかね。通告にないからだめやと言わ

れれば結構ですけども、以上２点。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 幹事会と申し

ますのは、事務サイドの実務者、担当課長等

の実務者での会議でございます。 

 また、レジ袋につきましてですが、鋭意今

協議会の開催に向けて進行中というところで

ございます。 

○議長（北川嘉明） 清原議員。 

○清原良典議員 上勝町の話を聞いたとき

に、全然その環境も違うし規模も違うしなと

疑いの思いで調べたんですけども、人口が多

いほど分別の推進は楽であると書かれており

ました。それは例えばペットボトル一つにし

ても、少なければ一定量に達するまでに時間

がかかり、ほこりをかぶるという欠点がある

ということらしいです。とにかく町民の声、

そして代弁する私らの声にも聞く耳を持って

いただいて、町民が喜ぶほうへと導いてほし

いと思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 以上で清原良典議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は午後１時とします。 

（休憩 午前11時55分） 

（再開 午後０時59分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次、井川芳昭議員。 

○井川芳昭議員 １番井川芳昭、通告に従い

まして一般質問をいたします。 

 ちょっと声のほうが風邪ぎみなので、ご容

赦くださいますようよろしくお願いいたしま

す。 

 では、質問に入るわけですが、質問の内容

的には新たな総合公園の整備についてという

ことであるんですが、先ほども議題の中で第

５次の総合計画を策定するに当たって、この

予算を使って全世帯アンケートを実施したわ

けであるわけですが、町としてはこの結果を

今後の町行政、町の施策に、羅針盤的なこと

に大いに役立てようとされているわけでござ

いますが、私の同世代の方からもよく言われ

るんですけど、本当に近くに公園がないんや

というようなことをちょくちょくよく耳にす

るんですが、今回のこのアンケートで、先ほ

ど来も言われてましたように、太子町のよく

ないところはどこですかというような問い

に、太子町では公園や広場などの整備の状況

がよくないという答えがこれ一番多かったん

ですね。もう一つの問いで、子供たちの笑顔

あふれる町とするためにどんなことを望むか

という問いに対しても、子供を遊ばせること

ができる公園や広場の整備が必要という答え

が一番多かったんです。その件に関しては当

局も承知はされとると思うんですが、そのよ

うな公園がないと、子育て世代からお年寄り

の方まで非常に多くの声を耳にするんです

よ。この結果は町民のやっぱりニーズである

というふうに私理解するんですが、当局どう

いった、この結果を踏まえてご理解をされて

いるのかお聞きいたします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 ご指摘のとおり、公園や広場の整備につき
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ましての要望や、公園が広場が必要だという

声が多くございました。柳池総合公園では、

できるだけ国の補助金の交付を受けまして、

残っとります区域につきましては整備を進め

ていきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井川議員。 

○井川芳昭議員 太子町にグラウンドという

ような、陸上競技場であるとかテニスコート

というようなものもあるんですが、ブランコ

とか鉄棒、滑り台のような、ジャングルジム

を含めてですが、子供、いわゆる幼児が遊べ

るような遊具施設のある公園というのは数え

るほどなんですね。あっても、競技場のとこ

ろのジャングルジムが一つあるんかなみたい

なとこぐらいしか、それと鼓ケ原にありま

す、ひまわり公園にいろんな、ジャングルジ

ムとかブランコ等でいろいろとあると思うん

ですが、どちらにしても周囲に駐車場がない

ということも一つ懸念をされていると思うん

です。このアンケート結果を踏まえて、町当

局の公園というものはこうあるべきだという

ような考え方一度聞かせてほしいんですが、

こういうもんであると、公園というのは、ひ

とつお伺いしたいんですが、いかがでしょう

か。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 公園といいますのは街区公園とか近隣公園

とか運動公園とかいろいろございまして、や

はりある程度の誘致距離といいますか、ある

程度の距離の中であるのが望ましいというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川議員。 

○井川芳昭議員 いろいろな場所によって公

園のあり方っていうものがあると思うんです

が、当局サイドで今まで運営してきた公園の

中で、こういうことがあかんなと、こんなと

こで公園があかんなというようなとこありま

すでしょうか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） よくないとい

いますか、余り利用されてない公園という形

のご質問だと思うんですけども、やはり先ほ

ど来話に出てますように、駐車場が少ないと

いうのはよく分かります。 

 それと、公園自体といいますか、開発公園

といいますか帰属公園、これにつきまして

は、やはり開発した区域の方は利用されてい

るようですけども、それ以外の方が何か利用

しにくいような雰囲気もあるんではないか

と。 

 それと、自治会が借地した中で公園をつく

られておるところもございます。これにつき

ましては、その自治会の管理といいますか設

置されている公園につきましては、やはり子

供さんらは利用されているんではないかとい

うふうには感じております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川議員。 

○井川芳昭議員 部長が言われることよく分

かるんです。住宅内に設置されてる公園と

か、そういったとこは他の地域から来られる

とやっぱり遊びにくいみたいなとこも、よそ

のとこに行っとうみたいな形で、そういった

子供たちも地元の方もおられるということ

で、ほかのとこからは行きにくいような形の

こともよく聞きます。 

 僕の頭ん中には、ちょっと何か運営上好ま

しくないんでないようなとこが３カ所ほどあ

るんですが、特に一番ひどいとこっていうの

は、僕も太子町歴40年ぐらいになるんです

が、上太田の自然公園てあるんですよね。あ

れ龍田にあることを私去年初めて知りまし

て、これ19年度の決算委員会にもまた話が出

たと思うんですが、入り口の門扉の開閉、人

が来ないから物騒なんで開閉扉をつけてて、

これが年間それだけで42万円かかると。その

上の公園の借地料、これ自体も年間185万円

ほどかかっているんですね。現在はその契約

解除して、途中の道から閉鎖という形でされ

ていると思うんですが。それはそれでいいん
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ですが、門扉の開閉だけがこれ続いていて、

いまだに42万円という経費はかかっていると

思うんですが、この前私そこへ行ったんです

ね。ちょっとどこまで上がれるんかなと、初

めてだったもんですから行ったんですが、い

わゆるあずまやがあるっていうとこまでちょ

っと行ってみたんですが、途中の道に四、五

台の営業車というんですか、サボっているの

か、休憩がてら車とめて寝ている方もおられ

ました。そこで、あずまやのとこまで行く

と、当然その上から行けないんで道路閉鎖さ

れておるんですが、そこには屋根のついたベ

ンチが一つ、人が全く来うへんやろなってい

うような感じの、その人のいない、人のいな

いけど、すごく管理が、草木がちゃんと刈ら

れて、剪定もされたような植木があったんで

すが、その横を見ると、ガードレールの切り

目にロープが張ってあって、不法投棄をする

なとかというような看板があったんで、やっ

ぱりそんなことするということは、人が来う

へんということが前提にあるからこれそんな

ロープが張ってあって、人が来るときにそん

な不法投棄する人はいないんでね。だから、

この公園が僕、何か20年ほどこれ運営されて

きたというて聞いたんですが、これ本当なん

でしょうかね。それと、この自然公園、どの

ような形で今まで地元にＰＲとかされてきた

んかということを、そのまた利用状況、こう

いったことを把握できていたんでしょうか。

それお聞きします。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 細かい資料は

持ち合わせておりませんのではっきりしたこ

と分かりませんけども、要はたしか昭和の終

わりか平成の初めごろから着手して、利用さ

れる方も幾らかおられるということですけど

も、やはり一番困りましたのは、先の決算委

員会でも話が出ましたように、不法投棄とい

う問題がございまして、門扉というものを設

置いたしております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井川議員。 

○井川芳昭議員 多分やっぱり今までそうい

ったことも全然されてこなかったと思うんで

す。それでいれば私少しでもそういった場所

があるんやというようなことで、僕だけ知ら

んかったのかなというふうなことを思ったん

ですが、ちょっと同級生あたりにも聞くと、

そんなとこあったんかなということで安心は

したんですが。 

 ２番目に、場所もちょっと気になるとこな

んですが、これも人から聞いたんですが、太

子のメモリアルパーク、あのお墓のとこがあ

ると思うんですが、そのお墓のところの下に

も公園が何かあることを私聞きまして、ちょ

っと見に行ったんですけども、その人も言わ

れてたんですが、ここは人が来うへんから結

構もう貸し切り状態で遊べてええんやとかと

いうような話も聞いたんです。当然そこに、

そんなお墓の下のところに、結構山際のとこ

で物騒なとこなんで、こんなご時世でもある

んで、親御さんも子供さん連れてそこに遊び

に行くっていうことは多分ないやろなという

ような感覚で私は思ったんですけども。 

 もう一つ、３番目には、陸上競技場の、先

ほども言うたんですが、競技場のところのジ

ャングルジムが一つ置いてあるというような

とこも、これも公園なのかなというふうには

思うたんですが、何か冷やかしで置いてある

んかなというふうに思うぐらいで、先ほども

言うたように、そこにも当然駐車場が全然な

いっていうか、全然少ないような状況もある

と思うんです。このように町が運営してきた

公園の状況を見たときに、当局サイドとして

はこの利用状況でよいのだと、こう思ってお

られるのか、その辺お聞きしたいんですが。

利用状況です。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 利用状況といいますか、人数等は数えてお

りませんけども、やはりよく利用されている

公園、余り利用されてない公園という把握は

してるということでございます。 
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 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川議員。 

○井川芳昭議員 それで、その辺あたりよく

分かるんですが、もう少し町民のその辺の声

を、公園をつくるんであれば駐車場が少ない

のかなといったこともよく見てほしいとこも

あるんですね。こんなとこに公園があっても

どうなんかなっていうことも少し考えていた

だければなと思うんです。 

 今回、せっかく実施した第５次の総合計画

のそのアンケート踏まえまして、住民の要望

にこたえるために当局はどのような具体策と

建設的な姿勢でこれから臨まれるのか、その

辺お聞きしたいんですが。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 太子町の総合公園につきましては、やはり

パブリックコメントということも実施いたし

ております。ですから、新設の公園等につき

ましては、用地買収をするのか借地をするの

かは別としまして、当然地域の方の声をお聞

きしながらやっていくといったことでござい

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川議員。 

○井川芳昭議員 余りその具体的なお話も多

分今は聞けなかったと思うんですが、これ私

の勝手なちょっと具体策なんですけども、姫

路のほうに、教育関係の方やったら分かると

思うんですが、こっちからいうと辻井の手

前、辻井に行くまでの手前に、姫路に交通公

園という公園があるのはご存じですか。あそ

こ結構この辺では有名で、太子町であれば保

育園とか小学校関係でも遠足に使っておられ

て、結構重宝していろいろと行っているとい

うふうな話も聞くんですが、私も行ったこと

はあるんですわね。そこには交通安全を教え

るために信号機があったりとか、サイクルコ

ースがあって、そこで５分間100円のチケッ

トを買って、好きな自転車に乗って、５分あ

ったら終わりというような、自分の好きな、

100円を入れてゴーカートが動くような乗り

物もあったりしてね。そこの横には大きなジ

ャングルジムとかブランコ、鉄棒や砂場があ

ったりと、休日なんかは大変にぎわっている

とこなんですが、スタッフの方なんかのほと

んどの方はシルバーの方で、そういった歳入

面や雇用面にもいいことだと思っておるんで

すが、当局もちょっと一回そういったとこを

見ていかれたらいいと思うんですが。 

 太子町にもこのような公園を、現実的には

多分無理だと私も思うんですが、最近ちょっ

と福井大池の話なんかちょくちょく出るんで

すが、あの辺あたりに、のびすくの南側に結

構広い土地があったりもすると私見とんです

が、そういったとこに交通公園に近いものを

何かつくっていただければ、太子町の保育園

もわざわざ姫路にお金を落としに行かなくて

も、太子町内にある施設に行けば、近いわけ

ですから、いろいろと時間的なこともあるん

で、簡単にそこへ行けていいと思うんです

が。できたらできたで、他の自治体からもま

た来園者があったりして、収入、歳入面でも

いいかと思うんですが。当然こういった思い

切った策っていうのもまた一つ選択肢の中に

はあると思うんですが、財政難ということも

あってなかなかそういったことも出しにくい

ということもあると思いますが、そうじゃな

しに、今ある既存の公園をもっと何かリニュ

ーアルするいうんですか、陸上競技場のとこ

ろの公園なんかでも遊具施設をちょっと増や

したりとか。 

 それから、その公園の足元のところに芝生

を敷いて、もっと子供たちが集まって遊びに

来るようなとこを提供したりですね。陸上競

技場に、その中の芝生が高いとかも言うんで

すね。陸上競技場のその中の芝生なんかで

も、高麗芝生というんですか、結構高い、も

う傷がつけばすぐあかんようになるような芝

生を使って、管理も年間360万円ぐらいの管

理使ってると思うんです。今は、その芝生な

んかでも結構安いやつがあるんですね。ティ

フトンという芝生の銘柄というのがありまし
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て、これ鳥取県ではかなり精力的にやられて

ると。なぜかと、それ単価が非常に安く済む

というか、小さな保育園の園庭であるんであ

れば、大体５万円もあればもう園庭がいっぱ

いに芝生が広がってしまうというような結構

生命力の強い芝生で、鳥取のニュージーラン

ド出身の外国人の方が、自分がラグビーをや

るために地元でそういうことをやっていった

ということですね。これ全国的に注目もされ

て、サッカー関係者の方たちも一応この視察

に来られたりとかというようなこともあるん

ですね。非常にまたその芝生も３カ月ほどで

育ってしまうと、メンテナンスも芝刈り週に

１回するぐらいで済むというようなことです

ね。芝生を地面に敷いたりとかするようなこ

とだけでも子供たちが走って転んでもけがし

ないので、親御さんたちが安心して子供を遊

ばせることができるそうです。そういったこ

とも公園に使用してみようとか、コストのか

からない芝生を採用しようとするとか、そう

いった具体策も今まで何か考えられたことあ

りますでしょうか。その辺お尋ねいたしま

す。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 公園のリニューアルとかということでござ

いますけども、これにつきましては平成の初

めに太子山公園のリニューアル、それも平成

の初めですけども、太田公園のリニューアル

というものをやっております。そういったこ

とで、やはり公園のいわゆる利用者のことも

検討しながら、今後もできるのであればリニ

ューアルといいますか、やっていきたいとい

うふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井川議員。 

○井川芳昭議員 現在、太子町の公園ていう

とこを、上太田の自然公園も見たりするんで

すが、陸上競技場も含めて、何か公園という

よりも、樹木の剪定ですとか樹木の管理の仕

事を何かつくるためにある公園でしか私は思

えてならないんですね。利用者が喜ぶんじゃ

なしに、何か掃除する人が喜んどるん、その

業者が。何かそんな雰囲気にも僕見えるんで

すね。だから、住民に対する行政サービスと

いう意味ではその辺がちょっと私には見えな

いんで。いろいろしたらお金がかかったりす

ることもあろうかと思うんですがね。一つ、

これだけはもう当局のほうに言っておきたい

んですが、要らない公園ですか、要らない管

理料であるのにも今回もうすぱっとやめてい

ただいて、住民のニーズに合った、理にかな

った公園整備を私今回これ要望いたしまし

て、ちょっと短いんですが一般質問を終わら

せていただきます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 以上で井川芳昭議員の

一般質問は終わりました。 

 次、上田富夫議員。 

○上田富夫議員 町の選挙管理委員会に選挙

妨害をされました上田富夫でございます。 

 まず、議員必携では、議員の責務として、

常に住民の声と心を代表し代弁するだけの役

割でなく、住民の中に飛び込み、住民との対

話を重ね、住民の悩みと声を酌み取りながら

議論を重ね、住民全体の福祉の向上と地域社

会の活力ある発展を目指して、時には住民に

訴え、時には住民を指導して、その実現に積

極的に努力をすることが大切であると指摘を

されておりますが、まさにそのとおりである

と思います。こういう趣旨にのっとって質問

をさせていただきます。 

 それで、質問の通告の順番を変更させてい

ただいて、２番目の財産についてということ

について質問をいたします。 

 通告のとおり、太子町の金、きょう現在ど

こに、どのような形で置いてあるのか説明を

求めます。これは太子町ということですか

ら、当然水道も一般会計も全部含めての話で

すので、説明をいただきたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 財産についてという

ことで、上田議員のご質問にお答えいたしま
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す。 

 太子町のお金は現在どこに、どのようにあ

るのかというお尋ねでございますが、公金の

管理についてご質問いただいておりますの

で、公金の管理につきましては地方自治法の

235条の４に、最も確実かつ有利な方法によ

りこれを保管しなければならないと規定して

あります。確実とは、元本が保証されなけれ

ばならないということと理解いたしますの

で、この基本認識において歳計現金並びに基

金の管理、運用を行っております。 

 なお、公金の管理状況につきましては、例

月の監査資料としてご報告させていただいて

いるところでございます。10月末現在のとこ

ろでの金額の詳細については議員もお持ちい

ただいていることと思います。 

 歳計現金の管理運用につきましては、平成

17年４月以降ペイオフが解禁されたことを受

けて、指定金融機関の町口座を金融機関の破

綻時に全額保護される無利息型普通預金に切

りかえ、公金管理を行っております。日常の

支払いに支障を来さないよう細心の注意を払

いながら、決済用預金により支払い準備金を

保管し、その上で余裕となる資金、余裕資金

につきましては譲渡性預金、１週間以上１カ

月以内及び自由金利型定期預金により運用、

保管しているところでございます。 

 それから、基金の管理、運用につきまして

は、６基金それぞれの運用目的と運用可能期

間を考慮した上で、取引金融機関、指定金融

機関、指定代理金融機関、収納代理金融機

関、９行ございますが、そのうちの５行に自

由金利型定期預金により保管を行っておりま

す。金融機関名は、兵庫西農業協同組合太子

支店、兵庫信用金庫太子支店、西兵庫信用金

庫太子支店、播州信用金庫太子支店、姫路信

用金庫太子支店の５行でございます。 

 なお、財政調整基金につきましては、一般

会計の資金需要に応じて支払い準備金を確保

するため繰替運用を実施いたしているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 企業会計につ

きましてお答えいたします。 

 公営企業会計、水道会計ですけども、水道

会計の平成20年11月末現在の現金は１億

6,867万9,800円ということでございます。そ

れに兵庫県の公募公債が２億円、それと兵庫

県市町共同公募債が１億円、それとユーロ債

が１億円、それと政府の短期証券が１億

9,972万7,200円ということになっておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 こっちも通告しとんで、前

もってよ。で、そんな答弁あるか。あんた

ら、さっき通告しとうへんことを質問しよう

とかなんとかというて偉そうなことそういっ

て言うとったけども、こっちは前もって通告

しとんやさかいに、ほんま言うたら答弁書ぐ

らい出しとくのが当たり前よ。いや、私はそ

んな質問してないでしょうがな。今あなた方

が言うたのは、何ぼ何ぼや、何ぼどこにある

と。今、部長のほうは言うたけど、助役のほ

うは金額も言うてないよ。金額幾らあるかと

いうたらやな、どこにあるかというのと幾ら

あるかというのを２つ問うとんやて。違う。

もっときっちりした答弁してください。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど申し上げまし

たが、既に議員各位にお渡ししている諸般の

報告の中で、いわゆる監査委員さん、代表監

査委員さんあるいは議会代表の監査委員さん

の監査を受けた正確な数字の10月31日現在の

金額についてのお手許のほうに資料として提

出しておりますので、金額についてあえて私

は申し上げなかったということでございま

す。歳計現金の管理、運用ということで言い

ますと、水道以外で６億3,080万5,927円につ

いては、いわゆるＪＡの農協で管理をいたし

ております。それ以外の15億4,085万9,738円

につきましては、先ほど申し上げた５行で管

理、運用をしているところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 といいますのは、アメリカ

の金融のごたごたから、それが日本にも飛び

火したということで、まずは行政では多分そ

んなことはないと思っとるんですけれども、

しかし確認だけはさせていただきたいのは、

まずは元金が保証されるということが一つで

すわね。 

 もう一つは、元金は保証されとるけれど

も、解約がかなり長い、例えば10年、20年と

かというようなものであって、途中解約する

と非常にリスクが大きいというものとか、あ

るいは外債なんかで、いわゆる為替差損のあ

るものとか、そういったものにまずは預けて

おるというか、投資をしておるというか、そ

れはないですね。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 先ほど言いましたユーロ債、ユーロ円債で

すか、これにつきましては、そういう元金は

保証されておりますけども、途中の為替等の

関係で有利なときに処分していきたいという

ふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 それ、所管の委員会に報告

はありましたですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 多分してない

んではないかというふうに思います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 多分とはどういうことです

か。したこともあるということも含めてのそ

ういう発言ですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） したような記

憶がないんで多分ということでございます。

はっきり確証がないという意味の多分という

ことでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 こんな変なやりとりしたく

ないんですけどね。多分してないということ

は、このユーロ債について部長は、まあ大し

たことないという、そういうお考えやと思う

んですけれども、一体契約内容と金額につい

て詳細な説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 運用金額につきましては先ほども言いまし

たように１億円、発行体についてはフィンラ

ンド地方金融公社でございまして、発行日は

2008年４月24日、償還日は2038年４月24日。 

（上田富夫議員「ちょっとちょっと、

もう一遍、二千」の声あり） 

 38年４月24日、当初１年間、６％を確定で

ございます。２年目以降は換算為替により変

動ということでございます。それで、利息総

額22％を受領した時点で早期償還、元本保証

の早期償還という格好でございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 平たく言うたら30年間は償

還できんという金やね。そのかわり金利はよ

ろしいですよという、こういうお金なん。証

券会社にいろいろ問い合わせしたら、非常に

危険な、こんなものは普通の者が扱うもんと

違うと。個人の人でも、こんなものは証券会

社として、ありますよという話はするけども

勧めるということはまずせんと。第一、危険

でしゃあないと。第一、為替のリスクが余り

にも大き過ぎると。ほで、例えばほな聞きま

すけど、金が要るから、来年、再来年解約し

たらどないなりますか、この金。というより

も、今解約したら幾ら返ってきますの。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 幾ら返ってく

るかというのはちょっと私には分かりませ

ん。 

 以上です。 
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○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 事は１億円ですよ。１億円

のために、後期高齢者、それから障害者保

険、あるいは保育所の入所、この間も言うた

ように、健康保険の金額が納められえで保険

証も発行されないという方が太子町にかなり

いらっしゃいますね。その金額寄せて何ぼに

なると思いますか。私は１億円には絶対にな

らないと思いますよ。じゃ、これだれの責任

でこういう金の運用したんですか。あなたの

責任ですか。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） これは、やは

り担当者からの決裁でもって処理いたしてお

ります。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 最近になったということ

で、私は以前から安全で有利な運用をしなさ

いよということは、有利ということはやかま

しい言いました。私、それプラス安全という

ことも言うてきたんですよ。今までの所長

は、私は何回も尋ねましたけれども、間違い

なしに安全、有利なものをやっておりますと

いうことでずっと続けてきたんですけれど

も、これ所長の権限でこんな１億円もの金が

自由になるんですか。１億円どころやないで

すよ。これ全部合わせたら６億円から以上の

金がこれ全部一所長の決裁で金動かしよんで

すか、太子町は。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） これの決裁に

つきましては、当然町長まで決裁をいただい

ております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 じゃあ、町長にお尋ねしま

す。町長は、どういうことでこれの決裁をさ

れたんですか。お尋ねいたします。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど部長が申し上

げましたフィンランド…… 

（上田富夫議員「ちょっと、町長言う

たやろ、私。あなた、いつ町長になっ

たんや」の声あり） 

 いえ。このことについて私も把握いたして

おりますので、ご答弁申し上げたいと思いま

す。 

（上田富夫議員「何言うとん」の声あ

り） 

 フィンランドの地方金融公社というのは、

いわゆる格付というのはもちろん上田議員も

ご存じのとおり、スタンダード＆プアーズの

格付においてもトリプルＡ、それからムーデ

ィーズの格付においてもトリプルＡという、

いわゆる格付の中では一番信用力があるとい

うところでございますので、そういった意味

で決裁等を通して、できるだけ有利に運用し

たいというところでのいわゆる先ほど申し上

げたユーロ債の運用をしているところでござ

いまして、後の、先ほど申し上げた、部長の

ほうから申し上げた５億円等については、兵

庫県の公募債、あるいは国債等の運用でござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 いや、おまえ、次期町長か

知らんけど、今は町長ちゃうで、あんた、言

うとくけども。 

 例えばトヨタ自動車、これトリプルＡやっ

たんや。だけど、ランク２つ落ちたでしょ。

だから、債券とか証券というようなもんは、

いかに格付会社がどう格付しようと、元金で

保証のないもんは、それは変わるんですよ。

だから、まあ金利は、それは安いですよ。

６％ちゅうような、とてもじゃないがそんな

金利はつかんのは分かりますけれども、しか

し皆さんの税金ですからね、これは。だか

ら、やっぱり、あなた方でこれもし損したと

きに自分の財産で補償できますか、１億円。

退職金全部ほり出しても私が補償しますよと

おっしゃるんなら私はそれ理解しますよ。例

えば会社、私の企業の場合は、手形切ります

やん、1,000万円の手形切って、ほで社長の
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裏判押しますやん。会社が倒れて手形が落と

せなんだら社長の個人資産で返しますやない

か。それなら、いかようにも多少危険なお金

を動かそうとも私は構へんと思うんですよ。

ただ、違うでしょ、町の金は。あなた方が退

職金で補てんしますか、これ。補てんすると

おっしゃるんなら、私は今何も言わんと引っ

込みますわ。そうじゃないでしょう。そこに

やっぱり企業が使うお金と行政が使うお金は

根本的に違うんですよ。失敗したときにあな

た方は責任とった試しがないです、今まで。

どんなことやっても、失敗したって。企業、

違いますよ。失敗したら個人が責任持つんで

すよ。だから、このことについては私も今初

めて、たまたま、ひょっとしたらこういうこ

とがあるんと違うかなということで質問をさ

せていただいたんですけれども、不幸にして

こういう結果が出ておるということについ

て、もう中身も、もう少しこの、今は中身が

はっきり分かりませんけども、契約内容を見

てみんとまだ何とも言えんのですけれども、

これは、この問題については、時間の配分も

ありますので、この程度で置きます。あとは

また所管のほうでやらせてもらいます。 

 続きまして、公図の混乱について質問をい

たします。 

 太子苑地域が開発されて45年余りを経過い

たしましたが、なぜあそこに地図混乱が生じ

たのか。そのときに、県あるいは法務局、町

はそれぞれどのように対応してきたのか。そ

れ以後、公図混乱解決のためにどういうこと

を、だれと、どうしようと取り組んでこられ

たのか。経過報告を順を追って説明をいただ

きたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 この地図混乱が生じた原因でございますけ

ども、これは旧住宅地造成事業に関する法律

以前の開発でございまして、その開発といい

ますか、その事業者が分筆等のときに錯誤が

よくできていたと。 

 それともう一点、山の字限図がもともとし

っかりといいますか現地に余り合ってない字

限図でもって分筆行為をしていたということ

からの原因でございます。ですから、先ほど

も言いましたように、今言いました法律の以

前の工事ということでございますので、県、

町にとっては協議ができなかったということ

でございます。 

 それと、法務局の登記官、登記の関係でご

ざいますけども、これにつきましては昭和

30年代の終わりになろうかなと思いますけど

も、いわゆる土地台帳法の廃止によりまして

登記所に登記してるということなんですけど

も、そのときに書類が出れば、不備がなけれ

ば多分当時であれば通っていたんではないか

というふうに思います。 

 それと、もう一点目の解決のため何を、だ

れとということでございますけども、私が記

憶といいますか調べた範囲では、平成12年に

法務局龍野支局より太子苑の地図混乱につい

ての調査協力依頼がありました。それでもっ

て、13年度と14年度におきまして土地家屋調

査士さんによる調査がなされております。 

 それと、平成15年６月に太子苑自治会及び

地図問題調査委員会より質問要望書の提出が

ございました。それによりまして、町より資

料提供や法務局との協議によりまして、法務

局の資料の無料提供を実施いたしておりま

す。 

 それから、平成19年６月４日に地権者の会

より要望書の提出がありまして、平成19年６

月に町議会より、太子苑地域における地図混

乱を解消し、地図訂正等を求める意見書の提

出を受けています。その後のことにつきまし

ては、総務委員会で報告させていただいたと

おりでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 私は順を追って、昭和38年

か９年ごろからの説明をずっとしてくれるん

かと思うたんやけども、それはないんです

ね。当時の職員で、その間の事情をある程度
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ご存じなのは町長ぐらいですかな。ここにも

書いてあるように町長は、私も当時関与して

おったということをこの文書でおっしゃっと

るんですけれども。ですから、ご存じやと思

う。ほかの方は、ひょっとしたら私と一緒

で、私程度の知識しかないのではないかと思

うんですけれども。 

 ただ、先月の、先々月ですか、９月の一般

質問でもお尋ねしたように、あそこの地権者

が、もう80以上の高齢者で、失礼な話ですけ

れども、常識的に言いますと、あと余命幾ば

くもないという、そういう地権者が多いんで

すね。その方々が自分の財産でありながら自

由にできないと、売りも買いもできないと、

相続もできないというような非常に苦しい立

場に置かれておるということは先の議会でも

私はるる述べたとおりなんですけれども。し

たがって、この地図混乱の解決ということも

さることながら、あの地権者の方々の生きる

望みというんですか、人権もかかわって私は

非常に絶望的なところへ町は追い込んでると

思うんです。 

 といいますのは、先の地権者の会の地図混

についての質問書の中で町長が回答されてお

りますけれども、これ見させてもらうと、ま

ずは何にもやらないというふうにしかとれん

のですよ。１点、大事なことは、太子町は地

権者やないんやということで、蚊帳の外とい

うんか、あなた方でやってくれと、太子町は

違うんやということで、私は逃げの一手やと

思うんですけれども。 

 やっぱりあそこで一番問題になっとんのは

道路なんですね。道路を時効取得することに

よって問題は一気に解決すると思うんですけ

れども、時効取得を非常に町は嫌っておりま

すね。その理由が分からんのですよ。何でそ

の時効取得するということをそんなに町が嫌

うのかというのは。うわさによると、四、五

名の何かややこしい人がおって、その辺との

関係があるんと違うかなという話もあるんで

すけれども、実態はどんなんですかね。なぜ

その時効取得ということをかたくなにこだわ

るのか。その辺の説明をいただきたいと思い

ます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 時効取得というのは、インターネット等で

調べてみましたんですけども、やはり余りそ

ういう事例が載っておりませんでした。 

 それとは別の問題ですけども、今回太子苑

の場合には、要は土地が限定されないという

ような状況の中で、やはり時効取得というの

ができるんかどうかという問題があろうかな

と思います。ですから、地図混で、どの土地

に対しての道路なのかということがはっきり

といいまして分からない状況でございますの

で、時効取得という、相手先も分からないと

いったことから難しいんではないかというこ

とでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 ここであなたとやりとりし

たってしょうがないと思うんですけれど、時

効取得というのはそうやないでしょ。当然こ

ちらが時効取得出したら相手は一応すんなり

と、ああ、そうですかということではなし

に、相手は対抗手段として裁判なら裁判のと

こへ出てくるでしょう。それでいいんと違い

ますか。最終的には結局法務局、裁判所が認

めないかんのやから、時効取得というのは。

あなたとこ、これ時効取得しましたよ、あ

あ、そうでっかというて済まんでしょう。だ

から、まないたに上げるということが一番い

いんと違いますか。なぜまないたに上げるこ

とを嫌うんですか言うとんですよ、私は。公

に、白日のもとに問題をさらけ出すと、日の

もとにさらけ出したら害虫は逃げますのや。

大体悪い虫っちゅうのは日陰に潜んどるもん

なんや。だから、白日のもとにさらけ出し

て、日のもとにさらけ出したら、そいつら逃

げる。それが時効取得でっしゃないかいな。

それをなぜ白日のもとにさらすということを

町はこんなにかたくなに嫌うのか。私はそこ
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が分からんのですよ。違いますか。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど部長も少し述

べましたが、時効取得を主張する相手、その

相手の区画自体も混乱してる状態ですので、

いわゆる相手方もはっきりしない状況の中で

時効取得をするということは無理ではないか

という、一つは思います。 

 それと、時効取得を何をもってその時効取

得とするのかという、その辺のところを逆に

上田議員に教えていただければと、このよう

に思います。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 それならば、私が以前に提

案しました、町と議会と地権者と寄って、み

んなでいい知恵を出して、できるだけ解決に

向かって協議しましょう言うたことについ

て、完璧にあなた方は、その必要ないという

て言うてまっしゃないかいな。教えてくれ言

うんなら、協議したらどうですか。協議を拒

否しといて教えてくれとは失礼ですよ。違い

ますか。完璧にこれ、あなた回答の中で、そ

の必要がない言うて出してますやないかい

な。それならそれで協議やりましょうや。ど

うですか。やりますか。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど申し上げまし

たけど、回答は、よく見ていただいたら、現

時点で話し合う必要はないではないかという

ようなことを言っている回答をさせていただ

いてると思います。 

 それから、先ほど申し上げたのは、そこま

でおっしゃるんであれば、議員が非常によく

ご存じのように思いましたので、この場で教

えていただいてもいいということで、私はそ

ういうふうに答えたわけでございます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 通告にないこと言いません

わ。そない言うときます。 

 ほで、いつまでもだらだら言いませんけれ

ども、まだ１点だけ、これ最後に言うときた

いことは、町は結局、新しい法律ができる以

前のことやから知らんということやったんで

すけれども、１点言うときますけれども、広

坂の東京板金という東芝の会社があります。

ご存じやと思いますけど、あそこ進入路がな

いんですよ。でも、何百坪という工場が建っ

てますやな。その隣に上田製作所というのが

あります。あれを建てるときに、ちょうどこ

の時期なんですよ。太子苑とか聖徳台を工事

する、ちょうど同じような時期やったんで

す。前の中村町長のときです。そのときに、

私とこが建築、そこの会社が建築確認申請出

したときに、町でとめられたんですよ。とい

うことは、排水の同意書が下７カ村に、いわ

ゆる鵜飼、松ケ下、沼田等の同意書がないか

ら受け付けられんというてとめられたんです

よ。ということは、町はやっぱり開発に関し

て関与しとったということですよ。だから、

知らなかったということは僕は絶対ないと思

うんです。ということは、Ａ地点ではそうい

う指導をしたけど、Ｂ地点では知らなんだ

と。そんなことないでしょう。だから、私は

当事者ですから一番よく分かっとんですけれ

ども、あのときにかなり長いこと引っ張られ

たんですよ。下７カ村のその排水の同意書を

持ってこいと、判がないからだめや、受け付

けられんというて、苦い経験があるんです

よ。だから覚えとんです。 

 だから、そういう話を長々とするつもりは

ないですけれども、要するにあそこの地権者

の方々は後がないんですよ。分かりますか、

この、年がいってから。あなた方は若いか

ら、まだ10年、20年、死ぬつもりはないでし

ょうけども、70、80過ぎてきたら、どんな思

いで生きとうかということを考えてみてくだ

さいよ。年寄りやったって生きる権利あるん

ですよ。それも幸せにですよ。あの人らはみ

んな戦争で、ある種、鉄砲の弾くぐった人も

あるんですよ、本当に。ほいで、ここへ来て

老後やれやれというたときに自分の財産もも

うままならん状態に長年追い込まれてです

よ。拷問ですよ、本当に、生殺しですよ。こ
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んなことを一体ほんまに行政がやってええの

かどうか。あなた方が、そんな困っとる人が

いられたら何とかせないかんというて率先し

て何とか手助けするというのは、私は行政の

姿勢として当たり前やと思うんですよ。それ

を妨害するようなことばっかりしてですよ。

自治会がどうやとか、そんなふざけた話ない

でしょう。いや、これだけ言うても、やっぱ

りあそこは解決することについて当局は手を

かすというか積極的にやるという気持ちはあ

りませんか。最後にそれ聞いときます。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 先ほど来から出てま

すように、私どもも住民の皆さん方にそうい

うご不便かけてるということについての、だ

からそれについて協力しないというわけでは

ございません。これは従来から姿勢は変わっ

ておりません。 

 それから、今上田議員がおっしゃった、中

村さん時代やというようにおっしゃったんで

すけど、この法の施行は39年10月施行で、そ

れ以前、旧住宅地造成事業ということになれ

ば、41年度まで上田先生が町長であったと思

われるので、今上田議員がおっしゃるのはも

う少し後の話ではないかというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 上田議員。 

○上田富夫議員 私も、その辺は一、二年、

非常にあれ微妙なとこやったと思うんです。

既存宅地が残るか残らんとかというような、

そんな話があったりしてたんで、そこの一、

二年の話はよく分からんのですけども、しか

し町が全くこの太子苑の造成について知らな

んだとか、そういうことは僕はないと思うん

ですよ。東南でも神社売ってもたというて、

東南自治会でも大問題になってましたやな

い。そんなことを狭い狭い太子町におって、

職員がその太子苑の中からかなりの人数が太

子町の職員でおる中で分からんはずないと思

うし、分からんとしたらもういかにいいかげ

んな行政をやっとったかということですわ。

だから、そのツケが今回ってきてますんで。

くどくど言いましたけれども、とにかく今の

地権者の老人といいますか、お年寄りのあの

姿を一日も早く安心して暮らせる日が来るよ

うに、ぜひとも町として尽力をしていただき

たいと、こうお願いしといて質問を終わりま

す。 

○議長（北川嘉明） 以上で上田富夫議員の

一般質問は終わりました。 

 暫時休憩します。 

（休憩 午後２時04分） 

（再開 午後２時07分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 次、井村淳子議員。 

○井村淳子議員 公明党の井村淳子でござい

ます。通告に従い一般質問をさせていただき

ます。 

 初めに、住民サービスの向上ということ

で、介護保険による住宅改修費と福祉用具購

入費の支払いに対し、受領委任払い制度の導

入ができないかという質問です。 

 現在、介護保険サービスにおいて、要介

護、要支援と認定された人の生活の安全のた

めに住宅改修費が限度額20万円、福祉用具購

入費が限度額10万円まで支給されておりま

す。例えば、手すりの取りつけや、つまずき

等段差解消の住宅改修工事で20万円かかった

場合、20万円を一たん施工業者に全額自己負

担で支払い、おおむね２カ月後ぐらいに自己

負担額１割の２万円を差し引いた18万円を受

け取ることができる償還払いになっておりま

す。 

 年金収入しかない高齢者にとって、たとえ

短期間であれ立てかえることは大変大きな負

担になっており、住民から一時的にせよ支払

いが高額でお金を用意できないとの声を聞い

ております。私も、ほかに貸付制度などがな

いかといろいろ当たってみましたが、これも

なく、結局あきらめて、段差のバリアフリー

ができないという不自由な生活を余儀なくさ

れているケースも現実にありました。 
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 太子町においても可能な限りの負担軽減措

置を望みますが、利用者の一時的な負担が大

きい償還払い制度を改め、１割払うだけで立

てかえしなくても済む受領委任払い制度を導

入する考えはないでしょうか。当局にお伺い

いたします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 介護保険に係

りますところの受領委任払いの導入について

のお尋ねでございますが、現行法令をとって

みますと、この住宅改修費並びに福祉用具に

つきましては、介護保険法施行規則の第75条

並びに第71条でそれぞれ規定がされておりま

して、住宅改修につきましては75条の第１項

第６号でその記載がされております。その申

請に際しまして、住宅改修に要した費用に係

る領収書の添付といったことが義務づけをさ

れておるという、この施行規則の規定から償

還払い制度といったことが原則というふうに

なっております。 

 それで、一部の市区町村のほうで受領委任

払い制度を利用者の選択により行えるように

しているところもございます。実施している

ところを見ますと、住宅改修を例にします

と、施工する業者を登録制にいたしておりま

して、本町のように利用される方が施工業者

を自由に選択をするといった制度ではないよ

うでございます。こういった実際委任払い制

度をとられてるところの調査といいますか、

をいたしまして、もろもろの問題等も含めま

して、メリット、デメリットを精査をしたい

というふうに思っております。検討したいと

いうことで答弁にかえさせていただきたいと

思います。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村議員。 

○井村淳子議員 今、部長のほうから答弁あ

りましたけれども、実際にこの介護福祉の関

係では償還払いになっております。調べてみ

ますと、障害者の福祉の関係では、生活用具

とかそういう住宅改修においては既に利用者

の負担は１割だけであるという、ある意味受

領委任払いのような形をとっておられます。

ですから、私もこの質問をするに当たって、

障害者の関係はできてるのに、なぜ介護のこ

の関係はできないんだろうかということです

ごく疑問に思いました。 

 実際に高齢者の方っていうのは少しの段差

でも転倒するわけでありますし、しかも高齢

者の家庭内の事故死というのは交通事故の事

故死よりも多いと言われています。手すりを

つけたり段差をなくすことで転倒による寝た

きりを予防し、また自力で自分の身の回りの

ことができれば生活への意欲がわいてきま

す。そのためにも住宅改修は大事なことであ

ります。ですから、この費用を全額負担でき

ないために介護保険のサービスの利用を控え

るということがあってはならないものと考え

ます。 

 先日も私、80歳の方のご相談を受けまし

た。今アパートに住んでおられて、かなり下

が、ほかのおうちの方が住まわれて、２階に

高齢者の方が住んでおられました。物すごい

急な階段で、何とか手すりをつけられないか

ということの相談がありました。その方は娘

さんも近くにおられても、なかなか人間関係

がうまくいってないので娘からもお金を借り

れない、しかし自分としても一時的に手すり

の代金を立てかえることができない。本当に

いろいろ生活福祉の関係当たってみましたけ

れども、やっぱり手すりをつけることができ

なかった。 

 そういう事例に接しまして、私も何とかこ

の介護保険制度についていろいろ調べてみま

した。先ほども部長からもありましたけれど

も、既に取り入れている西宮、尼崎では償還

払いと受領委任払い、どちらでも選べる選択

制をとっておりました。伊丹市も登録事業者

の利用であれば受領委任払いとして、また加

古川市もこの20年度４月から住宅改修の委任

払いを始められておりました。 

 私は、この町として受領委任払い制度のた

めに事業者と協定を結ぶ、それができないの

であれば、後日償還払いであることを前提と
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して９割分貸し付けるとか、使う人が利用し

やすいようにしてほしいと考えております

が、当局のお考えはどのように検討されよう

としているのか、もう一度答弁をよろしくお

願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 今、井村議員

さんがおっしゃった点も含めまして、もろも

ろのことのメリット、デメリットを対比させ

ながら検討したいというふうに思っておりま

す。 

○議長（北川嘉明） 井村議員。 

○井村淳子議員 それでは、同じやりとりに

なりますので、もう最後としますけれども、

あくまでも生活をされてる人の立場に立って

考えていただきたいと思います。みんながみ

んな預貯金を十分に蓄えて老後を暮らしてい

るわけではありません。本当に５万円、10万

円が一時的に立てかえられない、そういう方

が最近やっぱり増えてきてるんではないかな

と、そういう観点からもこの町側の努力でで

きる手法があるのであれば、便宜を図ってい

く努力を惜しまずに、この介護保険のサービ

スも障害者の福祉の関係から言いましても、

もっと使いやすい形に改善をしていただきた

い、このように要望いたしまして、次の質問

へと移りたいと思います。 

 次に、子育て支援の観点からの質問であり

ますが、兵庫県内のこども家庭センターに

2007年度寄せられた児童虐待の相談件数は

1,351件で、過去最高の水準だったことが県

のまとめで分かりました。 

 虐待した人は、実母が61％、実父母合わせ

て87％を占め、子供と過ごす時間が長い人ほ

どストレスを感じており、身体的虐待や性的

虐待、ネグレクト、心理的虐待などがあると

され、比較的発覚しやすい身体的虐待が多く

報告されているとのことであります。 

 近年、核家族化の進行や地域コミュニティ

ーの希薄化などで育児について相談相手がな

く、家庭で子育てをしている保護者が育児不

安を感じたり、ストレスを抱え込むなどのケ

ースが増えてきております。その結果、子育

てに行き詰まり、困ったときに相談したり、

助け合ったりする手段も持たず、家庭が崩壊

するなど、事態が深刻になることも少なくあ

りません。 

 平成16年の児童福祉法の改正により、平成

17年度から虐待の通告先として、まずは市町

が窓口として相談を受けることとされ、また

必要に応じて関係機関が連携して対応するこ

ととなりました。 

 最近、新聞紙上でも悲惨ないろんな児童虐

待の報道がなされておりますが、そういった

状況において、太子町における児童虐待の対

策はどう取り組んでいるのかについて何点か

質問をいたします。 

 まず、太子町の児童虐待の現状について、

過去３年ぐらいで通報の件数とか内容。 

 ２番目、児童虐待の対策として相談窓口、

また通報後の対応。 

 ３点目、児童虐待の防止策。 

 ４点目、虐待はほとんどの場合家庭内で起

きているケースが多く、なかなか外から見え

にくく、地域住民からの通報で分かることが

多いと思います。そういった意味で、住民へ

の啓蒙が必要と考えますが、どういった啓蒙

活動をしているのか。 

 それと、11月は児童虐待防止月間でありま

した。最近では、オレンジ色のリボンを虐待

防止のシンボルにしたオレンジリボン運動が

各地で行われておりますが、取り組んではい

かがでしょうか。 

 この４点につきまして、ご答弁をお願いい

たします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 第１点目の児

童虐待の現状でございます。 

 児童福祉法の改正によりまして平成17年度

から相談窓口が町の業務として明確に規定さ

れましたために、第一義的な相談窓口として

対応いたしておるとこでございますが、相談

窓口に虐待ではないかといった通報があった

事案で、虐待として対応しました件数を申し
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上げますと、17年度につきましてはゼロでご

ざいました。18年度で２件、それから19年度

で８件といったことで県のほうに報告をした

ところでございまして、20年度はまだ途中で

ございますが、現在までのところでは４件と

いうふうに聞いております。 

 その中身でございますが、全国の傾向と同

様でございまして、暴力とネグレクトと、こ

ういった区分に分かれるものでございます。 

 次に、２点目でございますが、虐待の対策

でございます。 

 この内容からしますと、通報があるわけな

んですが、子供の泣き声がする、またどうも

子供の様子がおかしい、環境がおかしいとい

った地域の方々からの通報、また姫路こども

家庭センター、また学校園、それから転入前

の住所地の児童相談員等々から連絡といった

ことで察知をするといいますか、察知をいた

しまして、当該児童の安全確認を行いまし

て、家庭状況等を調べておるというところで

ございます。 

 その調査の結果、総合的な対応が必要とい

う場合には要保護児童の個別ケース会議を開

催をいたしまして、関係機関で役割分担や総

合的な支援の方向を定め、決めるということ

でしております。ですから、継続の相談とい

ったケースもございますし、やっぱり専門の

家庭センターのほうに引き継ぐといったよう

なケースもあるということでございます。 

 それから、３点目、４点目でございます。

その児童虐待の防止策並びに啓蒙活動につい

てのお尋ねでございましたんですが、啓蒙活

動といたしましては、この法律ができまして

以来、毎年11月に児童虐待の防止推進月間が

設けられておりまして、本町におきましても

町の各施設並びに各自治会にポスターを掲示

をいたしておりまして、先月にポスターをご

らんになったという方も多かった思います。 

 また、地域のほうでは民生児童委員並びに

主任児童委員、それから協力委員さんを対象

にいたしまして研修会を開催をいたしまし

て、地域での見守り体制といったことを強化

をいたしておるところでございます。 

 また、昨年の７月には町の広報で児童虐待

を特集として取り上げました。おかしいと感

じましたら、すぐ町の相談窓口並びに姫路こ

ども家庭センターのほうにご連絡をしていた

だくよう呼びかけたところでございます。 

 この抜本的な防止策というところについて

は、本当のところ妙案はございませんですけ

れども、子育ての上で不安を少しでも取り除

くようにということで家庭児童相談員を設置

をいたしまして、相談体制に今力を注いでお

るといったところでございます。 

 それから、最後になりましたんですが、オ

レンジリボンの運動についてでございます

が、現在のところ、残念ながら町といたしま

しては取り組んでおりません。今後、実際オ

レンジリボン運動に取り組みをされておりま

すところの他団体等の調査をいたしまして検

討してまいりたいというふうに思っておりま

す。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村議員。 

○井村淳子議員 今、質問に対しまして答え

ていただきましたけれども、現状17年度ぐら

いから県のほうにも市町に相談があった分を

報告されているように思います。福祉の委員

会でも19年度について報告がありましたけれ

ども、この中で、今の答弁の中で現状は児童

虐待が年々増えてきているようでありますけ

れども、相談自体は直接太子町のどの担当課

に来たものか、それとも保育園とか学校関

係、また子どもセンターのほうからフィード

バックして太子町の方がこういう状態ですよ

と連絡をいただいたのか、そこの部分につい

て聞きたいのと、それから３歳から小学生の

ほうが多く親に虐待をされている場合が多い

という報告書にもありました。自分からは親

に虐待されているということがなかなか言え

ない年齢であり、相談を受けた後は継続指導

が多いということで、町としてはどうかかわ

っているのかなと。今いろいろ子育ての児童

相談員とかという話もありましたけれども、
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ずっと１回問題が起きれば、どれぐらいのス

パンでいろんなカウンセリングをしたり、そ

ういう相談に乗ったりされているのか、その

点についてもう一度教えていただきますよう

お願いいたします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、どうい

ったルートで相談の窓口といいますか、察知

をしてるんかということでございましたんで

すが、先ほどの答弁でもちょっと触れました

んですけども、さまざまのルートがございま

す。直接社会福祉課に来られるケースもござ

いますし、また子供さんの年齢によりまして

は学校並び幼稚園等々からお話が合同の形で

参るところもございます。また、姫路家庭セ

ンターのほうからご連絡いただくこともござ

いますし、また前の住所地の専門員さんから

引き継ぎといったような形で入ってくるケー

スもございます。 

 それで、多くが継続相談という形をとって

おるんですが、これもその長短につきまして

はいろいろでございますし、ちょうど今家庭

相談員の先生も設置をいたしておりまして、

そこら専門的な職員でもって継続的に相談を

受けておるということでございます。一概に

一様な形がないということで、数からいいま

すと、やはり継続相談というのが多うござい

ます。 

○議長（北川嘉明） 井村議員。 

○井村淳子議員 この関連ですけれども、通

告先がまず市町、町が窓口となるということ

で、今社会福祉課のほうが相談を受けている

という答弁でありましたけれども、まず住民

サイドから考えてみると、太子町の場合、こ

ういう児童虐待とかの場合、どこに言ってい

けばいいのか分からないっていうのをよく住

民から聞きます。私もいろいろ広報を見た

り、ホームページを開いてみたりしましたけ

れども、ダイレクトに児童虐待のところには

なかなかたどり着かないですよね、連絡先が

なかったり。広報を見ても、そういう12月で

したら、兵庫県の県警の相談のホットライン

とか載っておりました。虐待のことは本当に

広報の中にもそういう特集をされているとき

には連絡先が載るのかなって思いますけれど

も、町のホームページにも太子町の便利帳っ

ていうところで人権っていうところを開けれ

ば、県の児童虐待の24時間ホットラインって

いう姫路こども家庭センターの電話が出てき

ます。また、インフォメーションっていうと

ころを開けば子供虐待ホットラインが出てき

て、また連絡先が違った場所ですね、そうい

うとこが出てきます。ですから、本当に探し

にくいし、どこに連絡をしていいのか分から

ないっていうのが本音ではないかなって、私

も住民の立場からはそう思いました。 

 先ほど来から、第５次総合計画の全世帯の

アンケートの中にもありましたけれども、情

報をどのように得ているかっていう中に「広

報たいし」からが一番多く、あと役場、あと

町のホームページと順番にありました。 

 そこでですが、例えば広報に継続的に24時

間の体制があるわけですから、継続的に載せ

たり、ホームページの暮らしのガイドのとこ

の子供っていうところをクリックすれば、そ

ういう子育て支援の関係、またそういう相談

の関係が出てくるように、分かりやすい対応

ができないだろうか、そういうことも考えて

みました。 

 最近は虐待だけでなく、児童もそうであり

ますし、また高齢者の介護の相談とか、いろ

んな相談窓口が県、また町にとっても国に対

してもそうですけれども、相談窓口がもうか

なり増えてきております。そういうところを

広報とかにスペース的に載せるのが大変であ

れば、一度この際整理をしていただいて、何

か違う形の、家庭の中でも冷蔵庫に張ってお

けるとか、何かそういう目に見やすい形で保

存ができるようなものをつくれないかなと。

もう本当にいろいろ相談するに、どこがある

のかなって考えたり、毎月広報には相談の窓

口としていろいろ載っておりますが、それも

月曜日から金曜日だけとか、１時から３時ま

でとか、時間が区切られていたりするもんで
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すから、タイムリーな相談ができないってい

うそんなようなことも調べるうちに分かって

きました。ですから、提案でありますけれど

も、そういう相談窓口関係に関してもっと町

民側から分かりやすい、そういうふうな整理

を一回していただきたいということと、あと

太子町の次世代育成支援行動計画、この21年

でもう終わりですけれども、この中に児童虐

待防止連絡協議会っていう設置をして、そう

いう虐待についていろんな対応をしていくと

いう項目がありました。今現在、その協議会

の設置はどういうメンバーでされて、どんな

活動をしておられるのかについて、この２点

ほどちょっとお伺いいたします。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 相談のどこへ

相談をすればいいとかというのは、もうなか

なか一目で分かりにくいというところで、今

議員さんのほうからの逆にご提案がございま

したんですが、それにつきましてはよく社会

福祉課のほうで検討をさせたいというように

思います。確かに、広報と言いましても毎月

その欄がございませんで、去年の特集では３

カ所の電話番号等を書いておるんですが、な

かなか年１回程度では浸透しにくいなあとい

うふうに思いますので、一度善後策を検討し

てみたいというふうに思います。 

 それから、今協議会のお尋ねであったかと

思うんですけれども、これは法律に基づきま

して本町では法律が16年に成りまして、17年

度からですかね、その施行ということなんで

すが、本町では平成18年11月１日に要保護対

策地域協議会、これはもう法に基づくもので

ございますが、設置をいたしております。 

 その構成メンバーでございますけれども、

行政のほうでは社会福祉課、またさわやか健

康課、それから保育所、それから教育委員会

のほうで管理課、それから幼稚園、小学校、

中学校、それと県の龍野健康福祉事務所、そ

れから姫路こども家庭センター、それから警

察、それから民生委員、主任児童委員といっ

たメンバーでございまして、よく定例的に開

催をいたしておりますのが、先ほど申しまし

た個別ケース検討会議、ケース検討会と言っ

ておりますが、これが数多く開催をしておる

ところで、ほか代表者会議、実務者会議等々

がその中に設けられておるというところでご

ざいます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村議員。 

○井村淳子議員 児童虐待のそういう要保護

対策地域協議会、余りちょっと聞いたことが

なかったので、いろいろそういう社会福祉

課、保育関係、また小・中学校、また県のた

つの、いろいろ入られて協議されていること

で、本当に今回この17年度から相談内容とか

も報告をされて、国レベルでどれだけ虐待が

あるのかという報告もとっておられるようで

すけれども、今表面化してきてるのは、やっ

ぱり氷山の一角だと思います。町民や子供た

ちに広く知らせることで虐待を未然に防ぐ大

きな力になってくると思います。 

 先月の児童虐待防止月間にあわせて、先ほ

ども役場のほうではポスターを張っていたと

いうことでありましたが、私ちょっと気づき

ませんで、申しわけありませんでした。また

後で、もし張られてるのでしたら、また見て

みたいと思います。 

 そういうことで、いろいろな形で町もかか

わってくれてるわけですけれども、先ほどの

オレンジリボンの関係ですけれども、姫路市

ではそういうオレンジのリボンをした形、ち

ょうど乳がんとかで啓発されているピンクリ

ボンがありますよね、あれのオレンジ版。そ

れのリボンとか、チラシを配る街頭啓発と

か、専門家によるフォーラムを行ったり、市

庁舎の関係部署の職員がそのオレンジリボン

を胸につけながら対応していると、また神戸

とか明石、三田でもこの同様のオレンジリボ

ンキャンペーンを繰り広げて、さまざまな形

で住民、また行政が一体となる、そういうこ

とを目的に児童虐待をなくす象徴として今全

国にこのオレンジリボンキャンペーンが広ま

りつつあります。ぜひ検討項目ということで
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ありましたけれども、太子町においてもこう

いう児童虐待をなくすシンボルとして、また

オレンジリボンキャンペーンに取り組まれる

ことを要望いたしまして、最後の質問に移り

たいと思います。 

 最後に、安心・安全に暮らすためにという

ことで、最近新型インフルエンザの対策につ

いてテレビとか、また新聞とかでも報道され

ております。兵庫県でも、インフルエンザの

患者数が早くも急増し、従来のインフルエン

ザですけれども、本当にこれからの季節、注

意が必要な季節になってまいりました。 

 今、世界じゅうで懸念されているのが鳥イ

ンフルエンザが人への感染を繰り返すうちに

人の体内でウイルスが変異し、人から人へと

感染する新型インフルエンザの出現が心配さ

れております。すべての人が免疫を持ってい

ないため、感染が急速に広範囲に広がり、多

くの感染者が出て、日常的に大きな影響を及

ぼすことが懸念されております。最近の新聞

報道でも、新型インフルエンザが大流行すれ

ば、国内で64万人死亡が推定され、兵庫県に

おいても7,400人の死者が推定されるなど、

いつ起きるか分からないけれども、とても怖

い思いがいたします。 

 県下では、既に明石市が対策行動計画を策

定しておりますが、太子町において万が一発

生した場合の被害予想とか、感染予防策と

か、また住民に対する啓発等、既に考えられ

ていることがありましたらお聞きしたいと思

います。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、新型イ

ンフルエンザの対策について、何点かのお尋

ねでございましたんですが、町としての被害

予測につきましては、町独自としての数字的

なものは持っておりません。国、県の推計を

いたしました数字でもって、それに人口構成

案分すればというところでございます。 

 国、県とも、この新型インフルエンザの罹

患割合を大体25％といったことで想定をいた

しております。これは過去のスペイン風邪が

ございましたんですが、そのときの流行状況

等に基づいた推計値というふうに伺っており

ます。今、最大兵庫県下で7,400人の死亡者

数という議員さんからのご案内がございまし

たんですが、これを太子町に人口構成案分を

いたしますと、44、45といった数字になろう

かと思います。 

 次に、その対策でございますが、本当に難

しゅうございまして、国が言っておりますの

は、まず発生の初期段階でごく範囲が限られ

ている間には治療薬として有効と言われてお

ります抗インフルエンザウイルス薬の内服と

移動制限を行って拡大を遅らせて、その間に

新型インフルエンザワクチンの開発が行われ

るんではないかというふうなことが言われて

おるんですが、しかしこれも世界じゅうで経

験がないことでございますので、どの程度成

功するかといったことが分からないというの

は現状でございます。 

 そこで、私たちができますということは、

今の現在のインフルエンザの予防でやってい

るように、手洗い、うがい、またせきエチケ

ット、マスクですね、そういったことを守る

といったとともに、発生後すぐに外出しなく

てもよいように、これはまた２週間分ぐらい

の食料、日常必需品を備えておくというのが

当面の対策かなというふうに言われておると

ころでございます。 

 それから、３点目でございますが、啓蒙活

動につきましては、これまでもそういったイ

ンフルエンザの予防の啓蒙はやっておるんで

すが、現在これもご承知かと思います、既に

計画が県のほうでなされた上、さらに今度は

企業、学校などを含めました社会的な影響も

含めて新型インフルエンザの対策計画という

のが策定中でございまして、３月、年度末に

はそれを策定を急ぐといったところが報道さ

れておりました。そこら辺の情報収集を図り

ながら、この新型インフルエンザについて分

かりやすく住民の皆さんに情報提供をし、今

できる対応について周知をしたいというふう

に考えておるところでございます。 
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 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 井村議員。 

○井村淳子議員 いろいろ質問に答えていた

だきましたけれども、いつ起きるか分からな

い、発生すれば外出の自粛が重要で、先ほど

も言われてましたけれども、家庭においては

２週間分の水または食糧の備蓄が必要とも言

われております。 

 昨日でしたか、みのもんたの朝ズバッで

は、新型インフルエンザの備蓄セットなるも

のが約３万円ぐらいというもう高額なお金で

買わなあかんというのが紹介されておったり

しました。もちろん、自己防衛が最も大切で

ありますし、先ほど言われた手洗い、うがい

の励行、またマスクの着用をそれぞれが自己

責任においてしていくことは当然だと思いま

すが、しかしある意味、町としては災害とい

う危機管理のもとで認識もしていかなければ

ならないのではないでしょうか。かなりそう

いう死者も出るかもしれない、また外出もで

きない、そうなった場合にある程度県のそう

いう実施計画を待つのも必要ですけれども、

町として少しでもその災害という観点から取

り組んでおくっていうことも大事ではないか

と思います。ただ、受動的に待っているだけ

では、いざその間に起きたときには何も行動

ができない、そういうふうになってくると思

います。その危機管理という観点から、この

新型インフルエンザ対策ということで町長に

この認識についてちょっとお伺いしたいと思

います。よろしくお願いします。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） この新型インフルエン

ザの件でございますが、やはり我々ももう既

に、会議開いてくれたな、開かずかいな、感

染症のほう、いやあれでやで。片一方のほう

で、この間せずかいな。 

 これかららしいんですが、私済んだんかな

あという思いがあったんです。早速そういう

ことで、今報道関係でもどんどん言われてお

ります。やはりしっかりした体制を組まなけ

ればいけないと、このように思っております

し、またこれも生活福祉部だけではなくし

て、全庁内すべての部署で対応しなければい

けないと思いますので、そういう手だてはし

っかりと持っていきたいと、このように思い

ます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 井村議員。 

○井村淳子議員 最後になりますけれども、

行政だけではなく医療機関を初めとする各関

係機関がもう連携して全体的な角度から取り

組まなければならないと思います。新型イン

フルエンザについての正しい知識、また情報

の提供が一番求められるのではないでしょう

か。 

 町でも広報とかホームページ等に正しい情

報を掲載して、町民の不安の解消や感染予防

のための啓発は今すぐにでもできると考えま

すので、しっかりとこの対策をお願いいたし

まして、私からの一般質問を終わります。 

 以上です。ありがとうございました。 

○議長（北川嘉明） 以上で井村淳子議員の

一般質問は終わりました。 

 この際、暫時休憩します。 

 再開は午後３時とします。 

（休憩 午後２時45分） 

（再開 午後３時00分） 

○議長（北川嘉明） 休憩前に引き続き会議

を開きます。 

 一般質問を続けます。 

 次、桜井公晴議員。 

○桜井公晴議員 通告の順に一般質問を行い

ます。 

 最初に、次年度の予算編成方針について伺

いたいと思います。 

 通告でも指摘をしておりますように、今の

現状っていうのは就職難とか、あるいは収入

が減ったり、燃料が高騰したりして住民の暮

らしは著しく厳しくなっているわけでありま

す。そのために、格差は一層拡大しておりま

す。このような中での次年度の予算編成とい

うのは、公共料金の引き下げ、あるいは減

免、また中小企業等の融資、あるいは行政経
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費の節減と無駄を省いて暮らし支援の拡充に

重点と軸足を置いた予算を編成をすべきだ

と、このように考えますが、当局の取り組み

について説明を求めたいと思います。 

 今の現状認識というのがどうかによると思

うんですけども、今日の金融危機ももちろん

そうなんでありますが、現状をどう認識して

いるかによって、どういう立場で予算編成を

しなければならないかというのがはっきりす

ると思うんですが、そういう点で現状認識が

どうか、まず説明をいただきたいと思いま

す。その上での、先ほど言いましたような予

算編成方針の説明を求めたいと思います。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、現状認識

ということでございますが、これにつきまし

ては平成16年度から本格的にスタートいたし

ました国の三位一体改革による国庫支出金、

地方交付税の削減、それに対する地方への税

源移譲、また新型交付税の導入等国の施策が

大きく揺れておりましたが、ようやく一つの

段落を迎えたのかということでございます。 

 しかしながら、現状は医療体制制度も改革

も進行中でありまして、問題は山積している

ということの認識でございます。 

 そういった目まぐるしい社会環境、変化の

中で、国、地方を問わず財政健全化に向けた

行財政のスリム化は今後も継続していかなけ

ればならないと考えております。 

 議員各位と私たちが共有している点は、無

駄を省いて教育、福祉、医療はもちろんのこ

と、健康分野と町民生活のすべてにおきまし

て安心して暮らせることが最大の願いである

ということでございます。国、県の制度のあ

り方を十分に見きわめながら本町がその肩が

わりをできるにこしたことはございません

が、それぞれの役割分担もございます。でき

ることを堅実にやっていきたいということで

ございます。 

 基本的には、倹約予算を継続しながら投資

的事業につきましては優先順位をつけ、常に

財源をにらみつつ収支均衡を図っていきたい

という考えでございます。すべての事業が暮

らしに直結しているということでございます

ので、第４次の総合計画、また実施計画、そ

ういったものに照らし合わせながらやってい

きたいというところでございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 一般的には、そういうこと

かもしれません。ただ、現状認識の中で、ち

ょっと紹介いたしますが、労働者、一般的に

は雇われて賃金を得る者、そういう者が、こ

れ自治労連の首長などが言ってることを引用

いたしましても、派遣登録をしておりますけ

ども、休暇届を出したら罰金2,000円やと。

あるいは、正規でありましても、けがで２週

間程度休んだら給与は出さないとか、こうい

うようなところまで現実にある。そしてま

た、そういうふうに休むと医療費は差し引か

れると、こういうようなことが起こっておる

というような報告をされておりますし、また

一方で問題なのは、国に追随するっていうこ

とは、大企業は今バブル期以上の倍以上の利

益を上げておるわけでありますから、その一

方で労働者は賃金が抑制されたままであり、

使い捨て派遣も現実には横行をしとると。子

供を学校にやるにもなかなかそれが難しい

と、こういうような状況で、特に若い人たち

にとっては５割が非正規だと。そして、不安

定雇用で社会保険にもなかなかその基盤があ

るとこには入れない。しかし、一方で国保に

加入しても、その２割が保険料を滞納だと、

こういう現状というのがあるんですね。これ

はもう否定できない全国的に起こっている事

象でもあるわけです。 

 業者の中では、先ほど三位一体改革という

ことを言いましたけれども、この構造改革と

いう美名のもとに格差と貧困が拡大しとるん

やと。これも、先ほども出ておりましたよう

な朝の放送とか、もういろんなところでそれ

が取りざたされているというのが実態であり

ます。 

 さらに、それに追い打ちをかけるように、

アメリカ発のカジノ資本主義が破綻をした
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と、こういうことから、そのツケが中小業者

へ渡って、貸し渋りや貸しはがしが出てきて

倒産やら廃業の危険が業者にはあるし、そこ

に働く労働者にとっては路頭に迷う、こうい

うような状況があるということで、必死に頑

張っていてもこのような状況になっている

と、こういうことであります。 

 そういう中での予算っていうのは、やはり

一番困った人たちに日の目が当たるようなこ

とにしないと、今説明があったようなことは

実際に実施できないんではないかと、こうい

うふうに思うんですけど、そういう点の共有

した認識がなかったら、予算編成も全然あさ

ってのほうへ向いてまうと、こう思うんです

が、いかがですか。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 格差社会という

ことは、もう絶えず言われておりまして、そ

ういった中での安心して暮らせるための施策

ということを、当然地方公共団体としてはと

らざるを得んということでございます。 

 しかしながら、やはり総合計画に基づいた

中でそれぞれが公平にそういったものの恩恵

を受けるといったことが、そういう安心した

暮らしに直結しているということでございま

すので、町といたしましては、やはりそうい

う施策に基づいた中で順次進めていく。ただ

し、やはりその財源も限りがありますので、

その中で種々選択しながら、できるだけ町民

の暮らしが安心して暮らせるような方向に持

っていきたいという考えでございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 ニュースを見たり、いろい

ろ地方自治がやってることを研究もしていか

なあかんなあと思うのは、私は極力しとんで

すが、当局もしてもらいたいなと思うのは、

例えば東京の日の出、思い当たることありま

すか。この間からかなりテレビにも出てきよ

る。ほんで、地方議会人ていう雑誌にも紹介

はされとるんですけど、その中で、ここは町

長が今回公約等でおっしゃることと同じ優し

いまちづくり、血の通ったまちづくりという

面からもそうなんですが、75歳以上の医療

費、いわゆる後期高齢者の関係のこの医療費

を無料化すると。それから、ここは一方でゼ

ロ歳から15歳の医療費も無料なんです。先に

やってるんです。そういうところがやはり参

考に、こういうところ、何でここだけができ

るんかということではないですよ。どことも

に工夫をすればできるというようなものだか

ら、いろいろ騒がれるんです。 

 その財源も、ここの場合はそない説明せん

でも、あと資料読んでもろうたら分かるんで

すが、人口は１万6,000人で、これの１割負

担の無料の対象者は1,830人だと。ほいで、

来年４月には1,900人になる。その費用は

8,500万円。ここにとっては大変だと思いま

すけども、それぞれ大変な中でもこういう厳

しい生活を余儀なくされる人たちにとって、

その負担をしようじゃないかと、こういう工

夫をするっていうことが基本じゃないです

か。その姿勢がどっから出てくるかを私は言

うとんですわ。事務的なことを聞いてませ

ん。 

 人間ドックの件も、ここではもうそういう

後期高齢者の発足とは関係なしに維持して、

健康を維持しようと、こういうことまでやっ

てるというようなことは、いいことはもっと

まねないとあかんと思うんですね。そういう

点でいろいろ調査をして、悪いとこのことは

そない勉強せんでも、いいところのことをま

ねて、うちでこういうことができないのか

と、こういうことを研究するのが行政でなか

ったらあかんでしょう。私はそれ言よんで

す。 

 生活の苦しさも厚労省がほんまに発表した

中でも生活が苦しいっていうのは６年連続で

増え続けとると。これ実態でしょう。ここの

太子町も、それ同じように言えるのが、この

間のアンケートでも出てきているような状況

じゃないですか。そういう中での予算編成で

すよ、皆さんの税金ですからね。公平の名に

おいて単純に処理するべきものではないと、

こういうふうに思うんですけども、これこそ
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町長らの姿勢を問いたいと思います。いかが

ですか。 

○議長（北川嘉明） 町長。 

○町長（首藤正弘） 今おっしゃってること

は十分承知するところでございますが、しか

しその中で限られた財源の中で新年度予算編

成する、今いろいろと国のほうでは交付税問

題等々も言われております。道路特財の件で

も言われておりますが、しかしそうしたもの

は別な問題として、頭には置いております

が、しかし堅実な道を歩んでいかなければい

けない。その中での取り組み、しっかりとし

たものを協議しながら編成していきたいと、

このように考えます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 目をもっと住民に向けるっ

ていうことが大事だということを言っときた

いと思います。以降、またこの審議がありま

すので、後に指摘もしたいと思います。 

 次に、第２の質問で兵庫県の新しい行革プ

ランっていうものを、本町もそうですけど

も、発表してきたわけでありますが、このプ

ランというのは10年間で１兆2,000億円を削

減すると、こういうことになっているわけで

ありますが、特にこれも県民生活に係る予算

が３割もカットされるということですから、

深刻です。そういうことが本町に与える影響

っていうことはどうか。既に発表してきてお

るわけですから、具体的に本町との絡みでも

整理をしておかなきゃならんことだと思いま

すので、特に暮らしや福祉、教育等、住民の

暮らしに直結する施策が維持継続を求めるっ

ていうことが大事だと思うんですね。それも

取り組みの姿勢の中に入らないと、市町がや

っぱり意見も言うということでの立場でない

といけませんので、あえてそういうこと言い

ますが、影響と対応、そのことについて説明

を求めます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） 県の行革に係

る、推進方策に係る影響ということでござい

ますが、兵庫県では本年９月議会におきまし

て行財政構造改革の推進に関する条例という

ものが議決されまして施行されました。 

 あわせて、新行財政構造改革推進方策は、

新行革プランでございますが、ついても議決

をされ、正式に策定されたところでございま

す。 

 この新行革プランが太子町に与える影響に

つきましては、試算したところ、金額にいた

しまして817万5,000円の影響額でございまし

た。 

 その内訳といたしましては、スクールアシ

スタント配置事業補助金で120万円、地域に

学ぶトライやる・ウイーク事業補助金で80万

円、自治振興助成事業補助金で610万円、い

きいき農作業体験事業補助金で７万

5,000円、トータル817万5,000円という影響

額でございます。 

 しかしながら、この見直しによりまして、

経過措置となった事業が実際に改革実施をさ

れるということになりますと、さらに財政状

況の厳しい本町にとりましては影響額が大き

くなるため、県と緊密な連携を図りながら機

会あるごとに住民の暮らしに直結する施策等

の維持継続ということにつきまして強く要望

等を行っていきたいということでございま

す。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 特に、先ほど紹介しました

ように、１兆2,000億円を削減するっていう

ことでありますが、弱い立場にある者をいじ

めると、こういうような形のものであります

し、このような推進が具体化されますと、再

度言いますが、県民犠牲が強制をされる。こ

れはツケとしては、無駄な生まずの公共事業

やとか、県財政が赤字やとか、こういうこと

で、これらのことが本来そういうところに反

省点がないといけませんのに、その反省点も

つけずに、その赤字のツケを県民と職員に押

しつけると。こういうようなのが県の今回の

プランだと思うんです。そういうことに対し
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て、それぞれの関係市町が力を合わせて県に

対して物申すと、こういうことが必要かと思

いますが、改めてその姿勢を問いたいと思い

ます。 

 それと同時に、再考させることが大事やと

思います。 

 一方で、今聞きました上に立って、太子町

の第４次の大綱、実施計画、そういうものが

出ておるわけでありますが、これの取り組み

方針として抜本的な経営体質の強化とか、官

民協働による適正な行政サービスの提供等う

たっております。しかし、第３次と同じよう

に、公平、適正化という美名で住民に負担と

犠牲を強いる、押しつけようとしていると思

います。特に、優先すべきは行政経費の無駄

と節減が、先ほどもちょっと総務部長触れて

ましたけれども、行政経費の無駄と節減が先

決でありますし、その取り組みが大事だと思

うんですが、それらはどう具体化されるかと

いうのがもう一つ整理されていないように思

います。その取り組みの方向と、それから私

は地方自治の本旨は住民福祉の向上である

と、そして安心して暮らし、老いることので

きるまちづくり、これが基本でなければなら

ないと思うんですが、こういう立場での取り

組みとしてこれも位置づけられ、また先に言

いました予算編成もそういうものでなければ

ならないと思うんですが、その点ただしたい

のと、それから太子町の経費の節減と無駄っ

ていう点では、皮革汚水前処理場の問題もあ

ります。それから、入札の改善があると思い

ます。最近の傾向として、参加業者が競争し

た場合を除いて落札率は95％以上、８％も

９％もあると。こういうような実態を今なお

放置すると、またそれを応援するような形に

なっとるんではないかと。こういうことにし

っかりメスを入れるようなことがなければ、

経費の節減はできないと思うんですよ。そう

いう立場に立って、それらの節減した財源を

福祉や暮らしに回すということが予算の方針

であり、また改革もそういう立場で行われる

べきだろうと、こういうに思うんですが、そ

の点説明を求めたいと思います。 

 実施計画の中で、№14から29、30、41、

42、43、44、45、46、これ皆何だと思いま

す。私説明しよったら時間があれですから

ね、今言いましたもの、おたくらで説明して

ください。これはどういうことやと、どない

するんやと、みんな住民負担にかかわるこっ

てすわ。どうしようとしとんかと説明してく

ださい。 

 それから、入札の関係では、私はおかしい

なと思いますのは、最近の結果は今言いまし

たとおりですが、経営事項審査書類の虚偽記

載、それから特定建設業の許可業者でなかっ

たことがばれて行政も困った。そういうもの

がまた名前を変えて参加をする。それで、太

子町内に本社事務所を置くっていうことから

同族の者が企業名を持って参加をする、そう

いうものによって95％以上の落札で入札が行

われておると、これ見て見んふりはできませ

んので、この辺もはっきり改革の中に位置づ

けないといけないと思うんですが、その点説

明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 総務部長。 

○総務部長（佐々木正人） まず、県の行革

の絡みですが、これにつきましては住民の暮

らしに直結する施策等の維持、継続というこ

とにつきましては、再度強く県に対して要望

していきたいということでございます。 

 それと、町の行革の経費の無駄の節減と削

減の取り組みということでございますが、太

子町につきましては町税等の自主財源の大幅

な減少、地方交付税を主とする依存財源の削

減といった歳入面に陰りが見え、それに加え

まして歳出面においても高齢化社会が到来

し、福祉、医療等を中心とした行政経費が一

層かさんでいく中、これまでの行政サービス

のあり方を見直し、適正な負担を求めていく

努力をしていかなければ破綻に向かうという

ようなことになってきております。 

 そのような状況下におきまして策定した行

政改革大綱、第４次に基づく実施計画には、

ご指摘のとおり、使用料、手数料等の料金設
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定を受益に見合う負担という観点から定期的

に検証し、見直しを図っていくと、結果とし

まして住民の皆様に新たな負担をお願いせざ

るを得ない取り組みがあることも事実でござ

います。 

 しかし、この計画にはそのような取り組み

もある反面、町税を初めとする自主財源の確

保をより一層強化し、健全な財政運営を維持

するための取り組みや住民の皆様の利便性が

より高くなるような窓口サービス、事務の見

直しを図る取り組みも並行して行っておりま

す。 

 また、行政内部におきましても、より効率

的な行政運営を実現するため、指定管理者制

度導入の検討や、定員管理計画に基づく職員

数の削減、また職員一人ひとりの能力を今以

上に向上させる人事評価制度の導入等無駄を

省きより節減した行政経費の取り組みも重要

課題として同様に行っております。 

 今後とも、町の歳入においては際立った増

加は期待できないため、これまで行ってきた

以上に行政が一丸となって内部コストを抑制

するとともに、アンケート調査やパブリック

コメント等により住民の皆様の声を反映し、

適切な負担もお願いしつつ効率的な行政サー

ビスの提供を目指し、同計画、５カ年で約

20億円の効果額ということをうたっておりま

すが、目標としまして鋭意努力を行っていき

たいという考えでおります。 

 それと、第４次の太子町新行革大綱の財政

基盤の強化の中の自主財源の確保、こういっ

た中で三十何番からおっしゃっておられまし

たが、やはりこれにつきましては、先ほども

行革の中でも触れましたように、財政的にも

歳入はこれ以上見込めない中で歳出の動向と

いうことがございます。したがいまして、行

政が存続して住民サービスを継続していくた

めには、求めるべき負担は今のうちからそう

いった考えの中で整理をしていて求めざるを

得んということでございます。そういったも

のも含めまして一つの行財政改革ということ

でございます。 

 入札の改革につきましては、来年度、21年

度から予定しております総合評価といった形

での入札も予定しておりますので、改革につ

きましては順次、内容的にどういった形にな

るか分かりませんが、改革をされていくだろ

うということでございます。 

（桜井公晴議員「何かほかのことも言

うたけどな、無駄の中では」の声あ

り） 

○議長（北川嘉明） 桜井議員、指摘してく

ださい。 

（桜井公晴議員「ちゃんと言よんやな

いかい。聞いとかんかい」の声あり） 

 桜井議員。 

○桜井公晴議員 先ほども言うたように、入

札の問題もこんなんが入ってきて、ほいで要

は言うたこと聞いとってくれというのは、そ

ういうことですわ。入札の問題なんか無駄の

何かでちゃんと整理せんかいなと言うとるや

つですよ。高値落札を応援しとんやないか

と、内容的には。こういうことを言われても

何も反論ないんかということなんです。 

 それで、この中には経営事項審査の問題で

警察ざたになったものも入っとんでしょう。

それから、特定建設業の許可もないのにとい

うやつも町と絡んでありましたね。そういう

ものが名前を変えたり、代表者がちょっとか

わったら、すぐに入札に参加して契約をする

と。甘いわけでしょう、そういうようなこ

と。 

 それからもう一つは、最低制限価格をその

ままほいほいと出しとったら、それから逆算

で類推すると、こういうこともあるという何

回か指摘しとるでしょう。競争したのは目い

っぱいでとっとってんですよね、中でも。競

争がないんですよ。それは無駄になってく

る。甘い汁を吸うとると。これらを福祉や医

療の財源に回しなさいと私は言うとんや。そ

れが改革の一つやと。 

 それから、皮革汚水前処理場でも手だてを

講じないといけないと。１億数千万円いっつ

も入れる。これを手だてを講じることが大事
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や言うとんですよ。それ言うたんですよ。無

駄を省くとか、そういうとこがありますよ

と。それどうですかというて聞いたんや。そ

れどうなんや。 

○議長（北川嘉明） 副町長。 

○副町長（八幡儀則） 前処理場の件につき

ましては、機会ごとにいろいろご指摘いただ

いておりますが、私どもとしては公共用水域

の水質を守るという一つの大きなこともござ

いますし、あるいはやはり零細企業というこ

とで過去からの経緯でやむを得ない状況もご

ざいます。 

 それから、入札関係でございますが、先ほ

ど総務部長が申し上げましたように、来年度

は総合評価方式等も考えた中で入札制度を考

えていきたいというふうに考えております。 

 議員ご指摘のように、こういったことをも

しなければ、経費節減の中で福祉ということ

は当然考えられることであって、議員がおっ

しゃることが私間違ってるとは思ってませ

ん。ただ、現状ではやむを得ない部分も、い

わゆる前処理のことでございますが、やむを

得ない部分もあるということでご理解をお願

いしたいと、このように思います。 

○桜井公晴議員 私はやむを得ないと思って

ないから何回でも言うとんです。当たり前の

こと言よんです。ここにどぶに税金を捨て

る、血税を捨てることはないと、こういうこ

とで言ってます。時間の関係もありますの

で、次に行かんと忙しいて。 

 それから、３番目の国保、介護保険等につ

いてということで質問でも指摘をしておるわ

けでありますが、国保は国民皆保険を支える

重要な柱であるということ、そして保険制度

ではありますが、社会保障の一環としてつく

られて、当初は45％が国の責任で賄われてお

ったわけです。それを次々と国の責任を地方

に押しつけたり、また加入者に押しつけるよ

うな形で今日の実態があるわけですから、国

の責任は重大であります。 

 そういう意味から国庫の負担を拡充するこ

とを求めると同時に、最初に言いましたよう

に、住民の暮らし向きが非常に大変なところ

に来ているわけでありますから、滞納も増え

るような状況であります。町独自でも国にそ

ういう財政措置を求めると同時に、町独自で

も加入者等の生活実態に基づいた支援措置を

とることが私は肝要だと、こういうことに思

いますので、その取り組みについてと、それ

から今日資格証明書が問題になっているわけ

であります。全国的には1,798の自治体があ

る中で３割以上のところが、これ厚生労働省

の初めて渋々発表したデータでありますが、

発行していない自治体というのが、先ほど言

いましたように、３割を占めるに至ったと。

内訳は市が104、町が311、村が135と、ほい

で広域連合が１と、こういうような状況で、

特に沖縄、京都、長野の府県では６割以上の

市町村で資格証明書を発行してないと、こう

いうようなことになっております。 

 これも通知の中で独自判断がついて、厚労

省自身が言っている判断がついてるわけです

から、市町村の判断ちゅうのは大きくかかわ

るわけであります。そういう点から、子供の

資格証明書っていうことで、お金がなければ

命を奪われると、こういうような状況が生ま

れて、これもあちこちで騒がれたことであり

ますが、人権と命にかかわる問題でありま

す。皆保険という趣旨からも保険証の交付と

税を分離した取り組みが必要だと、こういう

ふうに考えますが、本町での取り組みについ

て説明を求めたいと思います。 

 それから、介護保険の面では、今度改定、

見直しになるわけでありますけれども、サー

ビスの低下、あるいは保険料、利用料を増加

させることがないように国に求めると同時

に、町としても独自施策を確立すると、こう

いうことが生活支援に結びつくし、介護の自

己負担等の問題で介護保険を利用しにくくな

っている現状を少しでも緩和する、そういう

方向に結びつくものでありますから、独自施

策の確立が大切であります。そういう点から

取り組みについて説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 
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○生活福祉部長（丸尾 満） まず、国保の

関係からでございますけれども、生活実態に

基づいての町独自での支援措置というお尋ね

でございます。 

 この国民健康保険事業につきましては、こ

の機会のあるたびに申し上げておりますが、

非常に保険事業を行うに当たりまして保険者

としましては将来にわたって国民健康保険を

安定的に運用していかなければならないとい

う使命がございまして、それにはやはり被保

険者の方々に相当の負担を求めざるを得ませ

ん。給付と負担のあり方について、これまで

もさんざん申し上げた中でございますけれど

も、非常に医療水準に見合った負担をどの程

度に設定するかと、非常に微妙かつ難しい問

題、課題でございます。今のところは法令、

制令に従っての低所得者に対する保険税の軽

減措置がとられておりますが、そこへ加えて

町独自の支援策といいますと、これはもう困

難と言わざるを得ない状況でございます。 

 それから、資格証明書の件でお尋ねがござ

いましたんですが、この資格証明書につきま

しても、これはやはりこの保険制度そのもの

が被保険者の相互扶助の精神のもとに制度を

正しく理解をしていただいて、保険税の納付

に当たりましては被保険者間の公平性を確保

する、負担能力に応じての納付というのが求

められるわけでございます。 

 資格証明書の発行については、保険税を納

付することができない特別の事情のないにも

かかわらず長期にわたり保険税を滞納してい

る方について、納付相談の機会を確保すると

いうところで交付をしているものでございま

す。今交付と保険税を分離した取り組みとい

う議員のご指摘でございますけれども、あく

までこの国民健康保険事業の根幹にかかわる

部分でございまして、被保険者が負担能力に

応じて保険税を負担していただくということ

でこの事業が成り立っておるもんでございま

すから、繰り返すようですが、滞納者の実態

ということにつきましては、やはり国、県が

通知をいたしておりますように、十分その生

活実態を把握をして個々に判断をするという

ことに尽きるかというように思います。 

 それから、最後ですが、介護保険の関係で

ございます。 

 介護保険も、ご承知のように、この第４期

の計画策定の年に当たっておりまして、これ

に合わせまして法令、政令の改正もなされて

おりますが、被保険者、介護サービス利用者

の負担増にならないように機会あるごとに国

のほうには要望してきているところでござい

ますが、現在のところ平成16年、11年の税制

改正に伴いますところの介護保険料の激変緩

和措置がこの当該平成20年度で終了すること

を受けまして、第４期につきましても保険者

がこの同様の軽減措置が講ずるようにできる

ように政令の改正が行われておりまして、具

体に申しますと、保険料負担段階の標準とさ

れております第４段階で公的年金収入額及び

合計所得金額の合計額が80万円以下の被保険

者につきましては、保険者の判断でその基準

額に乗じる保険料の軽減ができるというふう

に政令が改正をされております。 

 本町におきましても、この趣旨を踏まえま

して、ここで言いますところの負担軽減を考

慮いたしまして軽減措置が講じられるように

今現在検討いたしまして、第４期の計画策定

に向け準備をしておるというところでござい

ます。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 そのようにばっかし説明す

るといけないんで、私はあえて当初からの社

会保障皆保険制度として発足した経過からわ

ざわざ説明しとるわけですわ。皆保険という

ことで発足したときには、社会保障的側面を

持って運営するということになっておるんで

すよ。何もうそ言うてるわけじゃないんです

よ。だから、相互扶助というのは後からつけ

足しとるもんですわ。国の責任を交代させと

るところに問題があるんです。だから、国に

対する要求をすることと同時に町も手伝いを

したらどうや言うとんですよ。だから、町が
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それで破綻するようなことは私はないと思い

ます。 

 それぞれの町でそれぞれまた同じようなこ

とで支援をしているわけでありますから、先

ほど資格証明書のことでも言いましたが、ペ

ナルティーではなくて、あくまでこの悪質な

ものについて私は減免したり、どないせえと

言うてるわけじゃないんです。国民健康保険

税も介護保険も高いからです、ほんまに。安

うないんですよ。あんたらは安い思うとるか

分からんけど、おたくらの給料から見たら安

いんか分からん。しかし、高いんです。利用

料も高いんです。だから、制限をせなあかん

という現状でしょう。ほいで、そういうもの

に対して滞納者が怒ってもしょうがないほど

の高さなんですよ。それが違う言うんやった

ら、こんなことにならんと思いますよ、滞納

が増えるということはならんと思いますけ

ど、現実はそうなってるわけです。それをし

っかり調査して、収納することを私はするな

と言うてるわけじゃありませんし、収納をし

なければならないと思います。だけども、皆

保険のもとで保険があって苦しむようなこと

にならないようにすることも保険です。そう

いうことを言ってるわけであります。 

 だから、独自な措置をしているところはい

ろいろ工夫してやっとる。ここも工夫したら

やれんことはないということ言よんです、太

子町は。そういうこと言よんです。それはも

う構えですよ。構えがあるかないか。おたく

らに人の血が通ってないから、そないこと言

うとんじゃないですか。構えがそこに出てこ

んと、こう思うんですけど、いかがですかと

いうこと。 

 それから、介護保険は性格上やっぱり給付

が増えると低所得者も含めて負担が、保険料

が上がる仕組みですわな、仕組みそのもの

が。増やせ増やせ言うたら、それに伴うて保

険料が上がるんですよ。だから、そこが痛し

かゆしのところがあるんで、やっぱりそうい

う面は一番大きなところでますで見るという

ことが国庫ですわ。やっぱりそれも国庫に言

わないといけない。しかし、それと同時に一

面では独自の取り組みがあって国も動かす

と、こういうことになってまいりますので、

介護保険も保険あって介護なしにならないよ

うに、見直しに当たってはそういう取り組み

がやはり必要だろうと、こう思うんですよ。 

 だから、行政の役割は、やはり私は高齢者

福祉を含めて、また障害者福祉支援法も大問

題なんですけれども、社会的な援助を必要と

している人が孤立して地域に埋もれることが

心配されるような状況があるわけですから、

地域で医療、介護、福祉などに取り組む人の

協力を得ながら国と市町村がそれに責任を持

つと、これこそが本来の介護のあり方でない

かと思うんです。そういう点から、包括支援

センターの活動を充実させていくと、こうい

う取り組みで高齢者の生活を支える、障害者

の生活を支える、このことが柱でなきゃなら

ないと思うんですけど、その点はいかがです

か。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 保険の制度

で、冒頭も申し上げたんですが、やはり桜井

議員さんおっしゃいますように、この仕組み

としましてもやはり公費の部分というのには

私どももかねてより国に対して要望をしてい

るところでございます。 

 特に、国民健康保険につきましても、保険

者でございますけれども、非常に被保険者数

が多くない、俗に言います、分母が小さいと

いう部分がございますので、なかなか今議員

さんがおっしゃいますところの町独自での、

保険者独自での支援策というのはとりにくい

という部分がございます。血も涙もないとい

うご指摘がございましたんですが、何も我々

は最上段に構えておるというわけではござい

ませんが、そういった仕組みの問題も大きな

問題でございますので、どうとこうこご理解

をいただきたいというふうに思うわけでござ

います。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 
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○桜井公晴議員 だから、仕組みが問題やか

ら仕組みの改善を求めないと、これ解決でけ

ん問題があるんや。そうでしょう。給付を増

やせば、介護保険なんかも、国保もそうです

よ、国庫の削った分が皆に回りょんやから。

そういうことを求めない限り自治体も立ち行

かんと、一緒にならんかいなと私は言よん

や。 

 それから、介護もそうですわ。先ほど説明

したように、見直しを機会にやっぱり保険料

の値上げも抑えないといけないけども、給付

が増えたらいや応なしに保険料がそれに見合

っていくんやから。ほたら、苦しい人も同じ

ように上がるんや。そういうことは改善しょ

う思うたらどこに持っていかなあかんかとい

うたら、制度をつくったとこへやはり責任を

持って言わないといけんでしょう。そして、

一緒に解決するという姿勢に立たんかい言よ

んや、私は、一つは。それだけよう覚えとっ

てください。それが全然違うんだったら、ま

たけんかもせないけんけども、それがやっぱ

り言うときたいと思います。それはどうです

か。合うてますか。同じようにやっぱり困る

というのは、困るということを声を上げない

と変わりませんよ、国のほうも。そのこと言

よんです。どうですか。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 先ほども答弁

いたしましたように、機会のあるたびにその

話はいたしておるところでございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 だけど、機会のあるたびじ

ゃったら、国は変わりませんわ、国庫負担は

どんどん減らしよんやから。2,200億円の社

会保障費を減らしよんですよ、予算を、毎

年。今13兆円ですよ。こっちばっかり減らす

から、こないことなるんや。そのとこに目を

向けていかないとあかんわけです。そういう

立場に見えるんだったら、そういうことを言

いなはれと言うとんで、それだけ言うときた

いと思います。 

 何分使うたんかいな。 

（「残り18分」の声あり） 

 ああそうか。 

 それから、４番目の質問で道路整備等につ

きましてでありますが、通告でしておること

は皆分かったんでしょうか。何もこれは何で

すか言わんことやから、すべて分かって答弁

してくれるんやろうね。それだけ聞いときた

いと思います。通告もしとるわけやから、こ

れが分からんということやったら言うてもら

わなんだらあかんのでね。 

 計画道路以外の道路計画を公表して、土地

利用とか、あるいは開発行為等を指導、誘導

して計画との整合を図る必要がまちづくり上

はあると思うんです。しかし、公表しないと

分からないわけですから、しっかり公表し

て、町がそれに責任を持つと、こういうこと

でないといけないと思うんですが、そのこと

についてはとの説明を求めたいと思います。 

 それから、認定外道路、位置指定等がある

わけでありますが、太子町内にも、ご案内の

とおり、ミニ開発、いわゆる開発行為に当た

らない1,000平米以下のところを造成をした

りするケースがこれまでにたくさんありまし

た。そういう中で、その手法としては建築基

準法上の位置指定をとって住宅を建てられる

ようにすると、ほいで一方で開発っていうの

は、公共施設のけり出しとか、あるいは道路

の幅員とか、いろいろ条件があるわけです。

それらを免れて位置指定でやることがたくさ

んあって今日を迎え、位置指定道路の延長延

長に住宅が建って、行き詰まりの道路なんか

が出てくる。そういうようなことがある。そ

れらの位置指定道路っていうのは件数として

何件、その延長面積、それから一方で固定資

産税を免除、公衆用道路として減免をしとる

と思うんですね、免除してると。これらの実

態はつかんでおらないといけないんですが、

それはつかんどったら、それらの実態の説明

を求めたいと。 

 それから、特にこれらのところで住んでい

らっしゃる方々は、直近に住んだ者がすぐに

どうこうということは、それこそけしからん
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と私も思うんですが、長年にわたって太子町

民として納税の義務を果たしたり協力もして

きて、今の町に貢献をしてきた人たちがたま

たま位置指定の関係のところで住んでいたり

する場合は、一定のやっぱり救済も要るんで

はないかと、こういうふうに思うわけであり

ます。そういう点から、もちろん基準は何年

以上経過している者とかというものも要ると

思いますが、それらの基準を設けた上で採納

の申し入れがあれば採納を受ける、これも大

切な施策だと、このように思うんです。そう

いう点から現状と取り組みについて説明を求

めます。 

 それから、交付税算入の基礎になっており

ます町道で、底地がまだ町名義になっていな

いものの実態というのは、未登記のものを含

めて今どういう、現状どうかと、こういうこ

とがあるわけでありますが、それの実態と対

策についても説明を求めたいと思いますが、

最も私は面積が大きいのは太子苑内の道路で

はないかと思うんです、底地が町名義で今な

いというものについては。これについても、

先ほど上田議員のほうが質問されておりまし

たけれども、底地をやっぱり名実ともに町の

名義にするという取り組みがなされてしかる

べきだと思います。 

 その手段として、先ほどもどういう方法が

あるのかっていうようなことで副町長等が逆

に上田さんに聞くというようなことをしてお

りましたが、当初私も何回も言ってきた中に

時効取得の問題言いました。町が行為を起こ

すと、分かっている人たちの間で起こすんで

す。残りの人たちは後です。そういうことで

整理はつくんです。だから、そこらをやる気

があるかないかですね、町が。ほいで、底地

を特定する必要、もうそれでほっとくという

気なら別ですよ。町は何にもしようがないん

やからほっとくんやと、占有しとればえんや

と。こういうことであれば別のことなんです

けども、底地も特定しなきゃならないと、こ

ういうことも責任があるわけですから、未登

記の町道と同じような取り組みは必要だろう

と。ましてや、これは多分交付税算入の基礎

にカウントされてると思うんですがね、違う

んですかね。それも含めて説明を求めたいと

思います。 

 それから、里道等の整備計画、これは再三

言うわけでありますが、これも太子町として

町民でかつては狭い狭い道路で暮らしながら

今日の太子町をつくるために貢献をしてきた

方々がお住まいのところもたくさんあるわけ

ですけれども、そういう里道等の整備計画も

町が責任を持っていかないと、救急車両等が

入るに入りにくいようなところの解消は図る

べきだと、このように思うんですけど、それ

ぞれの対策について説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 まず、１点目ですけども、都市計画道路も

含めまして道路整備に当たりましては、実施

計画に基づきまして整備をいたしておりま

す。 

 なお、開発行為での指導につきましては事

前協議から調整を行っておりますが、開発指

導要綱に基づく指導はいたしますが、それ以

上の指導には限界があるというところでござ

います。 

 ２点目ですけども、町内の道路位置指定は

現在175路線、延長6,546.7メートル、面積は

４万230平方メートルということで、固定資

産税は非課税となっております。 

 道路位置指定につきましては、公道につい

ては町の指導は行っておりません。あくまで

建築基準法上の接道要件を満たすための指定

あるいは届け出されたもので、現時点におき

ましては寄附採納の取り組みは考えておりま

せん。 

 ３点目でございますけども、町道の認定す

る中の一部の道路内民地があるということは

認識しております。その中で税務課が公衆用

道路として非課税にしています筆数は

2,089、しかしながらこれには道路位置指定

や、いわゆる農道的な里道の拡幅等もござい
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ますので、町道認定をしている中の道路内民

地につきましては、そこまではまだ把握はし

ておりません。 

 その中で何らかの事業に絡んだときに判明

する道路内民地につきましては、個人さんに

話をさせていただいて解消に努めているとこ

ろでございます。 

 ４点目につきましては、現在特に里道に対

しての整備計画はございません。ですが、や

はりどうしてもその里道拡幅等必要とあれ

ば、やはり整備していく必要があるんではな

いかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 後ろから言いますけど、必

要とあらば、必要ないん。あんたが言うとん

のは必要ないんかいな。必要とあらばとはど

ういうことや。一つね、必要とあらば言う

て、あんた方が必要とあらば言うだけやろ

う。ほいで、私が先に言うたように、町が今

日を迎えるに当たっての貢献された人ばっか

しですよ、かなりが。そういうこと言うとん

です。そういうところでやっぱり不便を感じ

るようなことがあってはならないから、どこ

からほしたら申し出たらやね、必要と認める

んかということも、それもやっぱり一つの計

画的にはっきりさせてもらったらええわけで

すわ、必要とあらばと言うならば。 

 それから、交付税の算入の町道でというの

は、これ分からへんの。これちゃんと説明せ

んかい。それは先にしてくれ。それから、質

問せんとぐあい悪い。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） 交付税算入の

件でございますけども、これにつきましては

町道認定の延長で交付税算入の基礎データと

なっておりますので、道路内民地については

特に問題はないということでございます。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 民地は問題ないて、使うと

んやから問題ないが。ただ、それ認定しとる

さかいに交付税がカウントされておるけど

も、底地はよそのもんだということやで。う

そか、違うか。それでええのか言うとんや、

私は。町は取るもんは取っとるけども、それ

を言よんじゃがな。太子苑のあれもそうやな

いか。違いますか。一番大きいのは太子苑の

あれやがな。だから、今説明があったものの

中で、そやけど認定道路の中でやね、町の名

義でないものは面積、件数、ほいで未登記の

ものが何ぼ言いました、二千…… 

（「89」の声あり） 

 89。 

 これが未登記。 

 未登記のもんは何ぼやいな。 

 それは対策が要るやん。勝手に使うとるだ

けやないけ。 

 だから、前からこれも整理をすると言うて

るわけですわ。ほいで、私はそういうことを

ちゃんと整理をしないと、名実ともに町のも

んにもならんし、交付税算入もそういう形で

計算されるわけですから、そのことがきちっ

と整理されていかないといけないと。さか

い、底地が町名義でないものの実態というの

は何ぼあるん、ほんまに。何ぼあって、何ぼ

面積なんや。それ説明してくださいよ、ほん

まに、未登記の分も含めて。 

 それから、ただ認定外のものは、私もどっ

かのことをどないて言うつもりはないんやけ

ども、それぞれ今までに開発指導要綱に基づ

いて受け取るつもりはないと、そないことは

今まで言よったから聞いてます。ただ、そう

いう中でも自治体によっては積極的に受け

て、後々のまちづくりのために生かしてると

ころもあると。そういうことを含めて、ただ

私は、先ほども言うたように、業者の後追い

したり、しりぬぐいをするようなことについ

ては私はもう絶対あかんと思います。しか

し、現状が長いことそこで住まわれて、その

人たちに本来責任がそれほど伴わない、家を

建てるためには背に腹は代えられんというこ

とで位置指定でも承知で建てられたと。しか

しながら、実際には後々困るようなこともあ
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るということを含めて一定の基準、年度も含

めた基準を設けて受け取るということも必要

だろうと言うてるわけ、提言してんです。町

の財産は一応増えるんです。ただ、守りする

のに金がかかりますと。何もええことばっか

りではありませんと。しかし、受け取ってる

ところはまちづくりの中で生かすこともでき

てますということおっしゃってます。それら

を工夫していく必要があるんで、延長面積等

聞いてきたわけです。 

 それから、減免額というのは、減免してい

るのが対象が４万230平米で、公衆用道路の

筆数が2,089、ちょっと私が間違うたか分か

らんけど、もう一回説明してください。 

 計画を持って初めて、例えばそういう道路

位置指定も含めてこれからやろうとする連中

も含めて、一定の都市計画道路とかじゃあな

くて、道路計画全体をもってそこに誘導する

施策も必要だと。それはどれだけ業者等が協

力するかしないか分かりませんけれども、必

要なものはそこまでつながってくるように指

導すると、こういうことも必要だということ

を私は言うとんです。何も業者なり何なりを

応援する施策じゃないと思いますので、開発

等も指導すると。今度、馬場でも、馬場は西

の馬場なんかもよく言われる中に田中の奥

と、よくここで話題になりますけれども、

奥、奥へ行って、結局そこへ出てこないけん

というような道が西の馬場はありますね。今

度また同じようなところで間口は広いです

が、また中へ入って、またもとへ戻ってく

る。そういうものが開発行為でも出てくるわ

けです。だから、それは一応都市計画法上の

ものですからやむを得ないと思いますけど

も、それらも道路計画があったらやっぱり誘

導もできると思うんです。そういうことを私

は言うとんです。その辺を含めて説明してく

ださい。 

○議長（北川嘉明） 経済建設部長。 

○経済建設部長（冨岡慎一） まず、１点目

ですけども、里道の整備でございますけど

も、やはりこれは町道となっておりませんの

で、やはり地元が要望等があれば対応してい

くということになると思います。 

 それと、面積ですけども、認定外道路につ

きましては現在175路線、延長は6,546.7メー

トル、面積は４万230平方メートルでござい

ます。 

 それと、もう一点言いましたのは、交付税

算入でなしに、要は道路内の税務課での公衆

用道路としての非課税となっております個人

の名義ですか、これが2,089筆で、面積が約

10万800平方メートル。しかしながら、これ

は先ほど言いました道路位置指定や調整区域

なんかとこにあります農道の拡幅した個人の

道も含まれておりますので、町道認定の中に

あります民地については把握は今のところつ

かめておりません。 

 それと、道路契約でございますけども、道

路契約自体はできんことはないんですけど

も、やはり道路契約になりますと区画整理的

な、どうしても絵になってこようかなという

ことで、現実上かなり難しいんではないかと

いうことでございます。ですから、今後行き

どまりの問題とか、それにつきましてはやは

り開発のときに指導をしていって、現在も馬

場のほうで１カ所袋小路になってるところが

つながったということもありますので、今後

やはり開発のときには十分その辺指導をとい

いますか、協力をお願いしていきたいという

ふうには感じております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 そやけど、道路とか下水と

かというのは計画はまちづくりには必要やわ

ね。それに基づいてないと、開発の申請が出

ても、またミニ開発が出ても、それを指導す

ることできませんわ、誘導もできませんわ

な。だから、今いろんなとこに袋小路ができ

とんと違いますか。だから、そういうような

ことを、ほいでところによってはガードレー

ル立てて自分の権利を主張して裁判をせなん

だら通させんというようなところもありまし

た。そういうようなことを住民同士がまた起
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こすようなことのないようにもしないといけ

ない。だから、町側にやはり基本的な計画が

あったら、それに結びつけていくように指導

もできるということなんですよ。 

 ほんで、前にはこういうものあります言う

て、そやけど公表はしません言うたんや。私

はそれで聞きょんや。ほいで、ええかげんな

答えばっかし言うなと、その都度違うなと。

計画なかったら指導もでけんやろう。ほした

ら、そこの新町聖徳台、北側の道路だったて

そうや、後から出てくんや、あれもありまし

た言うて。どこにあったんじゃということに

なるんや、そんなもん、計画が。だから、あ

るんだったら、みんな出してからしないとい

けない。そういうことだと思うんですけど、

あるときはある、ほいで公表したら、先買い

するさかい、ほなこと言うてきたじゃない

か。やっぱりそういうことは公表しといて、

先買いされようがどないしようがやるべきこ

とはちゃんとこれに基づいてやりますがなか

ったらあかんと私は思うんですよ。そういう

ことで指導が徹底できると思うんですけど

も、そういうことで言ってますから、その点

も再度説明をしてもらいたい。 

 それから、いわゆる占用だけして、交付税

の算入もして、底地を特定しないということ

はいけないから私は言よんですよ、太子苑の

土地も含めてね。それどないするんですか。

勝手過ぎませんか。だから、時効取得したら

よろしいと言うてるんです。 

 それらも含めて説明を再度求めます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員、あと３分で

すので、よろしくお願いします。 

 経済建設部長。 

（桜井公晴議員「３分、早」の声あ

り） 

○経済建設部長（冨岡慎一） お答えいたし

ます。 

 先ほども言いましたように、道路につきま

してはやはり全町的な計画自体はどうして

も、先ほど言いましたように、区画整理的な

図面になってこようかという形になります。

ですから、要は新町聖徳台線とか、一応その

路線ごとについてはどういうふうに拡幅する

んだとかという図面といいますか、そういう

こともあり得ますけども、一般的に開発に伴

います指導に適するような計画というのはど

うしてもつくりづらいというのが、やはり開

発自体が１筆の土地ごとに大体やられてる傾

向がありますんで、非常に難しいんではない

かと思います。 

 それと、その道路の占有ということでござ

いますが、要は未登記のものについては占有

自体ははっきりとこれは分かりません。です

から、登記してあって分筆してある分であれ

ば、先ほど言いましたように2,089筆、これ

は先ほども言いましたように、道路位置や里

道拡幅なんかもございますので分かりますけ

ども、要は未登記のもんについてはやはり字

限図等は順次追っていくか、もしくは今後地

籍調査をしながら解消していくのがいいんで

はないかというふうには考えております。 

 以上です。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 そういうようなのそのそし

とったてあかんわけで、二重買いせんように

て何回も言うたんですよ。買うたとこまでま

た買わされた。そういう経過もあるわけです

から、必要な、ほいで太子苑の土地は別途の

問題でなかなか答弁しないから、後の質問も

ありますんで、そっちだけ言うといて、また

後々言いたいと思います。 

 ほいで、次の第５の質問でありますが、環

境対策について、ポイ捨てとか、犬のふんの

放置等の防止対策については、先にも清原議

員のほうから指摘があり、これについては環

境条例もある、県の条例もある、だから屋上

屋を架すようなことはしてもしょうがない

と、こういうようなことを言ってきたわけで

ありますけれども、上位条例や環境条例が生

かされてポイ捨てや犬のふんの放置がなくな

ったかどうか、それを生かす取り組みという

のが個別の条例をつくって啓発をするという

ことが必要だろうと思うんですけど、そうい
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う点について説明を求めたいのと、それから

ごみ拾いなんかでボランティアをしている人

たちが、あの人たちがやっているのだから好

きでやっているとか、そういうことじゃなく

て、行政が身近なところをきれいにしようと

いうような呼びかけをする上からも条例に基

づいて呼びかけていくことも大切かと思いま

す。 

 それから、連合自治会の役員が何か言うて

るようでありますけれども、そういう要請も

あって、この条例化を促進するというような

要請がきておるんかどうか、それについても

どう対応するのか説明を求めたいと思いま

す。私は、今こそ条例化して、ちゃんと環境

対策を講じるべきだと、このように思うん

で、質問しております。 

 それからもう一点は、林田川付近の異臭、

これは朝方が大概なんですけどね。地元の人

たちも変なにおいがすると、多分西から吹く

んだろうと思います。それから、朝方という

のは、特にですが、下へ大気の加減で出てく

るからだと思いますけども、その異臭の調査

を行っとるかどうか。それから、その原因が

どこにあるか。また、対策はどこかというこ

とを含めて説明を求めます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） まず、第１点

目のごみのポイ捨て並びに犬のふんの防止対

策でございますが、これにつきましては、先

の９月議会におきましても清原議員さんのほ

うにご答弁を申し上げたところでございま

す。 

 その際に、私のほうからもやはり立派な法

令としても禁止をされておる事項でございま

して、表現がポイ捨てといった軽い感じがい

たしまして、なかなか犯罪意識が低いという

のが現状でございます。ですから、法律によ

って禁止もされ、またこの犬のふんにつきま

しては県の条例によって禁止もされ、罰則規

程も設けられておるわけでございますけれど

も、そういったところでの実効的な効果とい

うのは法令、条例をもってしてもなかなか向

上しないというところで、太子町に限らず、

各自治体も悩んでおられるというところでご

ざいます。 

 町の条例をつくって広く住民の皆さんにそ

ういった具体の行動を起こしていただくとい

う桜井議員さんからのご指摘でございますけ

れども、自治会のほうにしましても、この問

題についてやはり良好な生活環境といったこ

とで非常に関心が高うございまして、町のほ

うへもやはりこの対策、対応といいますのも

要望として上がってきております。 

 ただ、これにつきまして町条例を構えるか

どうかにつきましては、やはり先の９月議会

の際にも申しましたように、なかなか考えな

ければならないというふうに思っておるとこ

ろでございます。 

 もうすぐ12月の今度の日曜日にクリーン作

戦が展開をされますが、やはりああいった機

会、一人でも多くの住民の皆さんに参加して

いただいて、この不法投棄の実態ですね、ポ

イ捨てと言いますが、これはもう法律上不法

投棄でございますので、その実態をよく見て

いただいて、やはり意識の高揚と向上という

のが肝要かなと思いますし、またこの長年続

いております全町クリーン作戦におきまして

住民の皆さんにもやはり美化意識の高揚とい

うのは徐々に広がっておるというふうに思っ

ております。今後も看板設置等、やはり住民

の皆さんのモラルの向上を求めての啓発を行

っていきたいというふうに思っておるところ

でございます。 

 それから、２点目の林田川の異臭でござい

ますけれども、過去にそういった通報がござ

いまして、国土交通省並びに兵庫県、それか

らお隣のたつの市さんと合同で調査をしたと

いうことがございましたんですが、残念なが

ら原因の特定には至らなかったというところ

で、現在までもそういうことで原因の特定が

されておりません。 

 以上でございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 原因を特定する努力をした
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らええやん。困っとってんやもん。それは言

うときます。まだ分からん言うんだったら、

調べて、何が原因やというて特定、追跡せな

あかんと思うんです。それははっきり伝えて

いただきたいと思います。 

 それから、条例化するのと、それから上位

条例、ほかの条例があって、それが屋上屋を

架したらあかんというならば、それをちゃん

と適用して、それが生かされてこなあかんが

な。それも生かすのもここの自治体の行政の

一つの仕事でっせ。 

 ただ、私はここでも条例をつくるというこ

とは啓発にもつながるし、皆さんの意識が高

まることによって、太子の町はこういうふう

にきれいになったな言うてまちづくりにもな

るんですよ。だから、そういう点での取り組

みが必要だと思います。 

 それから、自治会からは要望が上がった、

上がったというのはどういうこと言うんかい

な。上がる下がる言うたら、上下の関係を言

うとるの。出てるんでしょう。その辺に答え

を出さなあかんと思うんですね。だから、そ

こらはどうですかということ、再度説明願い

ます。 

○議長（北川嘉明） 生活福祉部長。 

○生活福祉部長（丸尾 満） 地域のほうか

らも、そういった生活環境の保全という意味

合いでやはり問題であるので対処お願いした

いという要望でございますので、それについ

てお答えをしなければならないというふうに

思っておるところでございます。 

（桜井公晴議員「調査すんやな。追跡

調査すんやね。ちゃんとそれはせなあ

かんと言うてんねん」の声あり） 

 林田川の原因調査につきましては、そうい

った過去に合同での調査を行った経緯がござ

いますんですが、いまだに特定には至ってお

らないということでございまして、調査の方

法につきましてもなかなか水質からずっとや

っておるわけですが、原因特定に至らないと

いうことでございますので、やはり通報があ

れば調査を行うというところでございます。 

○議長（北川嘉明） 桜井議員。 

○桜井公晴議員 私が言よんやさかいね、聞

いて言よんやさかい、ちゃんと代弁しょんや

からな。ちゃんとしてもらわな困る。 

 それじゃあ、終わります。 

○議長（北川嘉明） 以上で桜井公晴議員の

一般質問は終わりました。 

 お諮りします。 

 本日の会議はこれで散会したいと思いま

す。ご異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（北川嘉明） 異議なしと認めます。

したがって、本日はこれで散会することに決

定しました。 

 次の本会議は12月９日午前10時から再開し

ます。 

 なお、12月９日の本会議は改めて開催通知

はいたしませんので、ご了承願います。 

 本日はこれで散会します。 

 ご苦労さまでした。 

（散会 午後４時18分） 

 

 


